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裁   定 

 

関係当事者 

 申 請 人 

山口県山口市中園町７番４０号 

山口ケーブルビジョン株式会社 

代表取締役 齋藤 宗房 

 

申請に係る放送事業者 

  福岡県福岡市中央区清川２丁目２２番８号 

株式会社福岡放送      

代表取締役 原 章 

 

 

 平成２３年３月３０日付けで、有線テレビジョン放送法（昭和４７年法律第

１１４号）第１３条第３項の規定に基づき、山口ケーブルビジョン株式会社か

ら株式会社福岡放送を申請に係る放送事業者として裁定の申請があった件につ

き、次のとおり裁定する。

別添４ 
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主   文 

 

株式会社福岡放送は、以下に定めるところにより、同社のテレビジョン放送

を山口ケーブルビジョン株式会社が再送信することに同意しなければならない。 

 

１ 再送信しようとするテレビジョン放送 

北九州デジタルテレビジョン放送局の放送 

 

２ 再送信の業務を行おうとする区域 

  山口県山口市、防府市、宇部市及び美祢市の各一部（別紙のとおり） 

 

３ 再送信の実施の方法 

  上記１のテレビジョン放送の全ての放送番組に変更を加えないで同時に再

送信するとともに、再送信に利用するチャンネルは一定のチャンネルとし、

空き時間であっても他の用途に利用しないこと。 

なお、上記１のテレビジョン放送の再送信は区域外再送信となるため、山

口ケーブルビジョン株式会社は、受信者が視聴する際に混乱が生じないよう

再送信に利用するチャンネルの配置等について配慮をすること。 
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理 由 

 

１ 申請の概要 

 申請者は、平成５年４月８日付けで郵政大臣から有線テレビジョン放送施設

の設置許可を得て、山口県山口市、防府市、宇部市及び美祢市の各一部におい

て有線テレビジョン放送を行っている者であるが、福岡県福岡市所在の放送事

業者である株式会社福岡放送（以下「ＦＢＳ」という。）、ＲＫＢ毎日放送株式

会社（以下「ＲＫＢ」という。）、九州朝日放送株式会社（以下「ＫＢＣ」とい

う。）及び株式会社ＴＶＱ九州放送（以下「ＴＶＱ」という。）のデジタルテレ

ビジョン放送の再送信を希望し協議を求めたが、協議が調わなかったとして、

平成 23 年３月 30 日付けで本件申請を行った。 

ＦＢＳに関する申請の概要は、下述のとおりである。 

 

（１）申請に係る再送信の概要 

ア 再送信しようとするテレビジョン放送 

主文の１のとおり 

イ 再送信の業務を行おうとする区域 

    主文の２のとおり 

ウ 再送信の実施の方法 

    同時再送信による放送 

エ 申請者が希望する再送信の開始日 

    裁定あり次第速やかに 

 

（２）協議の経過 

   申請者は、平成21年６月から１年半以上の期間（デジタルテレビジョン

放送の再送信に関しては平成22年10月以降）、ＦＢＳの放送対象地域の外に

おいて行われる再送信に係る協議を継続してきた。また、並行して山口県

内の地元放送事業者とも協議を行った。 

しかしながら、ＦＢＳは、 

・まず地元放送事業者の同意を得てからＦＢＳに再送信同意を求めるべ

きである。 

・山口県の同系列の放送事業者（山口放送株式会社）とＦＢＳは同じ放

送内容であり、地元放送事業者の意向も無視はできない。 

・市町村合併の有無によらず現在アナログ放送の再送信を行っていない

地域は不同意とする方針である。 

・福岡県との地域一体性があるのは下関までである。スピルオーバーが
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存在する地域があることについては認める。 

・著作権・著作隣接権の処理について、有線テレビジョン放送事業者も

適切に対応する必要がある。 

・総合放送４系統の放送を全国各地で普及させるとの放送普及基本計画

の指針を山口県は実質的に満たしている。 

等とした。これに対し申請者は、 

・地元放送事業者は当事者ではないので同意はＦＢＳ単独で考えていた

だきたい。 

・ＦＢＳの放送対象地域と申請者の業務区域の間に地域関連性がある。 

・受信者の利益を保護する立場から同一行政区域内での情報格差は到底

認められないものであり、視聴習慣を尊重するべきである。 

・福岡県の放送事業者しか放送していない番組もあり、百貨店やイベン

ト、美術館、博物館等の情報量が地元放送事業者の放送と大きく異な

る。 

   ・山口県は福岡県と非常に近いとの距離感覚を持っており、地域の一体

性が高い。 

   ・著作権５団体の著作権料を支払っており、著作権法の改正等にも対応

している。著作隣接権についてもケーブルテレビ連盟で全国統一され

たルールにより対応している。 

   ・長年の視聴習慣を踏まえ大臣裁定を視野に入れて区域外再送信の問題

について速やかに解決するよう宇部市、美祢市、山口市及び防府市の

各市長から要請を受けている。 

   ・山口県市長会、山口県議会等から区域外再送信に係る要望が出されて

いる。 

  等として、当事者間での協議は膠着状態で進展がなく、協議終了を確認し   

たため、平成23年３月に本件申請を行ったものである。 

 

 

２ 申請に係る放送事業者の意見の概要 

ＦＢＳが、平成 23 年４月 28 日付けで有線テレビジョン放送法（以下「法」

という。）第 13 条第４項に基づき提出した意見書の概要は、下述のとおりであ

る。 

 

（１）協議の経過 

ＦＢＳと申請者との間において、平成 21 年６月４日以降、計 11 回の協
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議を実施してきた。５回目の協議である平成 22 年 10 月 27 日に、申請者は

デジタル放送の再送信を行う要望を行ったのに対し、ＦＢＳは、大臣裁定

になれば、申請者の主張に対し反論する旨を説明した。その後、11 回目の

協議である平成 23 年３月 28 日の協議においては、申請者は大臣裁定申請

を行う旨の説明を行ったのに対して、ＦＢＳは、国の判断を仰ぐしかない

旨説明を行った。 

 

（２）法第 13 条第２項本文の同意をしない理由 

○ 放送の地域性に係る意図の侵害 

   ア 放送の地域性に係る意図の侵害 

再送信により福岡県の情報が氾濫すればするほど、再送信先である

山口県の購買力は流出し、山口県の文化や歴史、行政に対する関心の

低下を招く。こうした結果、疲弊するのは山口県勢であり、ひいては

山口県民である。多発する災害時には、市町村単位の細やかな警戒情

報や被害状況、ライフラインに関する安心安全情報の提供は地元放送

事業者にしかできないが、区域外再送信による放送の視聴により安全

安心情報が山口県民に届かないおそれがある。 

イ 地域間の関連性に係る受信者の利益 

  ・平成 17 年国勢調査によると、申請者が業務区域とする山口市、防府

市、宇部市及び美祢市（旧美東町及び旧秋芳町）と福岡県の間の通

勤・通学者数については、各市を常住地とする通勤・通学者数のう

ち福岡県に通勤・通学する者の数の割合及び各市への通勤・通学者

数のうち福岡県から通勤・通学する者の数の割合がいずれも全体の

約 0.5％にも達していないことから、常態的人的交流は認められない。 

・平成 19 年度山口県買物動向調査によると、申請者の業務区域にある

世帯のうち福岡県で買物をした額の割合を示す県外流出率（世帯率）

は、山口市約 0.4%、防府市約 0.5%、宇部市約 0.8%及び美祢市約 0.4%

といずれも１％未満であり、消費活動の流出割合からは、福岡県と

各市の生活実態上の関係性は認められない。 

    ・ＦＢＳの北九州デジタルテレビジョン放送局では、山口県側には電

波が極力飛び出さないように抑制して送信しており、放送区域は下
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関の一部までとなっている。申請者の業務区域はＦＢＳの放送区域

から外れており、周防灘沿岸に近い地域ではブースター等の使用に

より直接受信が可能であるが、ほとんどの業務区域において直接受

信はできないと推測される。 

・歴史的経緯から見ても、地域的に一体性があるのは、関門海峡を挟

んだ下関市までであると認識している。 

・申請者が業務区域とする山口市（旧阿東町を除く。）、宇部市の一部、

防府市、美祢市の一部（旧美東町）について、ＦＢＳはアナログ放

送の再送信に同意をしているが、これについては、地元放送事業者

が２者しかない時代に、難視解消や情報格差の是正の観点から同意

を出してきた歴史的な経緯がある。現在、山口県に系列局がないフ

ジテレビ系列の株式会社テレビ西日本による放送の再送信が行われ

ていることから、総合放送４系統の放送を全国各地で普及させると

の放送普及基本計画の指針を山口県は実質的に満たしており、情報

格差は解消されている。 

 

 

３ 判断 

申請者の大臣裁定申請に係る処分を決定する上で、放送の地域性に係る意図

の侵害が、再送信に同意をしない正当な理由に該当するかについて、下述のと

おり判断を行った。 

ＦＢＳの主張は２（２）のとおりである。 

ＦＢＳの放送の地域性に係る意図の侵害の程度及び受信者の利益（受信者が

自らの生活等に必要な地域情報を取得できること）の程度について、地域間に

おける人・物等の交流状況を基本としつつ、その他地域間の関連性を示す要素

も併せて考慮し、当該再送信による放送の地域性に係る意図の侵害が正当な理

由に該当するかどうかを以下のとおり判断する。 

 

① 放送の地域性に係る意図の侵害の程度について 

放送の地域性に係る意図の侵害の程度については、地上放送は放送普及基

本計画において、放送対象地域における地域住民の要望に応える放送が求め

られていることを前提とし、ＦＢＳの放送が申請者の業務区域において再送

信された場合に起こり得る侵害について評価を行った。 

ＦＢＳは、２（２）アに加え、意見書及び平成 23 年５月 30 日付けの追加
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資料（ＲＫＢ、ＫＢＣ及びＴＶＱから援用したものを含む）において、再送

信による放送の地域性に係る意図の侵害の具体例として、 

・山口県の県内のニュース、災害情報が放送されないことにより、放送対

象地域外の視聴者の放送への期待感とのずれが生じ、結果として、チャ

ンネルイメージが侵害される。 

・山口県の地域特性や歴史、県民性などを斟酌しない番組内容になる可能

性があり、放送対象地域外の視聴者の放送への期待感との間にずれが生

じ、結果として、チャンネルイメージが侵害される。 

・放送による被害が発生した場合、放送対象地域を越えて責任が発生する

ため、賠償リスクが高まる。 

・山口県内におけるドメスティックバイオレンスの被害者、事件の告発者

などが、福岡県内における放送については了解するものの、山口県内に

おいては放送の見合わせを求めてくる場合があり、再送信により、取材

対象者のプライバシーが侵害され、ＦＢＳは番組編集上の意図を侵害さ

れるばかりでなく、放送責任を問われる。 

等を主張し、番組編集上の意図に含まれる放送の地域性に係る意図の侵害が

想定されるとしている。 

放送の地域性に係る意図は、広く国民に向かって表現（放送）されている

放送番組を自らの放送対象地域以外では見られたくないという消極的な意図

にとどまるものであり、番組編集上の意図の中核を占める放送番組の同一性

やチャンネルイメージに比べて保護すべき必要性は相対的に低いため、受信

者の利益の内容・程度との比較衡量により、その確保の必要性を判断する。

なお、その侵害は消極的な意図の侵害であるため、性質上必ずしも説明を求

められるものではない。 

ＦＢＳの放送の地域性に係る意図の侵害に係る上述の主張については、区

域外再送信が行われる全ての事業者について生じうるものであり、ＦＢＳの

番組編集上の意図が害され、又は歪曲されることを示す特別な事情があると

までは言えないが、放送の地域性に係る意図の侵害を一定程度認めることは

できるものである。したがって、当該放送の地域性に係る意図の侵害が再送

信に係る受信者の利益（下述②）の程度との比較衡量上受忍限度を越えるか

否かにより、当該侵害が再送信に同意をしない正当な理由に当たるか否かを

判断する。 
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② 受信者の利益（受信者が自らの生活等に必要な地域情報を取得できること）

の程度について 

地域間の関連性に係る受信者の利益については、申請者の業務区域とＦＢ

Ｓの放送対象地域とは隣接する市町村ではないが、一見明白に遠方にあると

は認められないことから、ＦＢＳ及び申請者からそれぞれ提出された人・物

等の交流状況やその他地域間の関連性を示す要素に基づき評価を行った。 

申請者の業務区域とＦＢＳの放送対象地域との間の人の交流状況について

は、平成 17 年国勢調査によれば（※）、山口市、防府市、宇部市及び美祢市

から福岡県への通勤・通学者数はそれぞれ 235 人、78 人、319 人及び 40 人で

あり、当地に常住する全通勤・通学者数に占めるこれらの割合はそれぞれ約

0.2％、約 0.1％、約 0.3％及び約 0.2％である。また、福岡県から山口市、

防府市、宇部市及び美祢市への通勤・通学者数は、それぞれ 315 人、91 人、

295 人及び 26 人であり、当地での通勤・通学者数に占めるこれらの割合はそ

れぞれ約 0.3％、約 0.1％、約 0.3％及び約 0.2％である。 

 ※合併後の現在の市町村の区域について算出したもの。 

評価の参考とするため、二県で一つの放送対象地域となっている岡山県と

香川県との間の交流状況について同じ割合（相手県への通勤・通学者数が自

県に常住する全通勤・通学者数に占める割合）を算出すると、岡山県から香

川県への通勤・通学者数については約 0.2％、香川県から岡山県については約

0.3％となり、申請者が業務区域とする各市と福岡県との間の通勤・通学の状

況と同程度であることから、受信者が自らの生活等に必要な地域情報を取得

する必要性と関係が深い人の交流が申請者の業務区域とＦＢＳの放送対象地

域との間で一定程度行われていると認められる。 

両地域間の経済的取引状況に関しては、買回品についてのデータをみると、

山口市内３大学の学生の買回品（衣料、家電、貴金属、化粧品等）の買物先

の約 23.5％が福岡県であり（平成 20 年３大学学生アンケート調査（山口商工

会議所、まち大学委員会））、防府市民が休日にショッピング（高級衣料品、

家具等）を行う地域は、市内約 48.5％、山口方面約 19.4％に次いで、北九州

市・福岡市方面が約 8.4％である（平成 21 年市民アンケート調査）など、消

費活動について、両地域間においては一定程度の交流がうかがえる。 

スピルオーバーについても、各市において一定の面的広がりをもって存在

することが当事者から提出されたデータ（※）やスピルオーバーの机上計算

結果（総務省調べ）からうかがわれる。また、山口市（旧阿東町を除く）、宇

部市の一部、防府市、美祢市（旧美東町に限る）においてはＦＢＳのアナロ

グ放送の再送信が行われており、アナログ放送とデジタル放送を区別する必

要性がないことから、少なくとも、これらの地域においては視聴実態、視聴
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習慣を認めることができる。 

※ 申請者の実地調査によれば、山口市の 24 地点中 13 地点、防府市の 28 地

点中 26 地点、宇部市の 44 地点中 41 地点及び美祢市の 16 地点中８地点で良

好な受信が可能であり、意見聴取において、放送事業者は、（申請者の業務区

域の）20％弱のエリアで受信が可能であるとしている。 

なお、申請者の業務区域において市町村合併により山口市や美祢市の区域

が拡大しているが、合併した市町村については基礎的自治体として一体感の

醸成を目指した行政が行われている中、同一市町村内において受信者の利益

は、原則として一体的に捉えることが適当である。 

以上から、申請者の業務区域とＦＢＳの放送対象地域の間の関連性につい

ては、人の交流、経済的取引状況、スピルオーバー等の関連性を示す指標に

より、受信者が再送信によって自らの生活等に必要な地域情報を取得する必

要性という点で、受信者の利益を認めることができる。 

 

③ 放送の地域性に係る意図の侵害と受信者の利益の程度との比較衡量 

①により、放送番組を自らの放送対象地域以外では見られたくないという

消極的な意図である放送の地域性に係る意図の侵害は、区域外再送信が行わ

れる場合に一般的に生じる程度認められるにとどまるものであるのに対し、

②により、受信者の利益については、４市について人・物等の交流状況が認

められ、かつ、視聴習慣・視聴実態もアナログ放送の再送信等により広範に

存在するものである。したがって、放送の地域性に係る意図の侵害の程度と、

その放送の再送信に係る受信者の利益の程度を比較衡量した総合的な判断と

して、ＦＢＳの放送の地域性に係る意図の侵害の程度が受忍限度を越えてい

るとは言えず、放送の地域性に係る意図の侵害は、再送信に同意をしない正

当な理由とは認められない。 

 

 

４ 結論 

以上のとおり、ＦＢＳが、申請者に対し、そのデジタルテレビジョン放送の

再送信に同意をしない正当な理由があるとは認められないため、主文のとおり

裁定する。 

 

 

５ その他 

有線テレビジョン放送事業者は区域外再送信に当たり、再送信する放送が業

務区域の地域情報を提供するものでないことから、受信者において混乱が生じ
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ないよう、チャンネルの配置等について配慮をすべきである。 

 

 

 

平成２３年６月２１日 

 

総務大臣 片山 善博    
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1 

 

 

 

裁   定 

 

関係当事者 

  

申 請 人 

山口県山口市中園町７番４０号 

山口ケーブルビジョン株式会社 

代表取締役 齋藤 宗房 

 

申請に係る放送事業者 

  福岡県福岡市早良区百道浜２丁目３番８号 

ＲＫＢ毎日放送株式会社      

代表取締役 永守 良孝 

 

 

 平成２３年３月３０日付けで、有線テレビジョン放送法（昭和４７年法律第

１１４号）第１３条第３項の規定に基づき、山口ケーブルビジョン株式会社か

らＲＫＢ毎日放送株式会社を申請に係る放送事業者として裁定の申請があった

件につき、次のとおり裁定する。
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主   文 

 

ＲＫＢ毎日放送株式会社は、以下に定めるところにより、同社のテレビジョ

ン放送を山口ケーブルビジョン株式会社が再送信することに同意しなければな

らない。 

 

１ 再送信しようとするテレビジョン放送 

北九州デジタルテレビジョン放送局の放送 

 

２ 再送信の業務を行おうとする区域 

  山口県山口市、防府市、宇部市及び美祢市の各一部（別紙のとおり） 

 

３ 再送信の実施の方法 

  上記１のテレビジョン放送の全ての放送番組に変更を加えないで同時に再

送信するとともに、再送信に利用するチャンネルは一定のチャンネルとし、

空き時間であっても他の用途に使用しないこと。 

なお、上記１のテレビジョン放送の再送信は区域外再送信となるため、山

口ケーブルビジョン株式会社は、受信者が視聴する際に混乱が生じないよう

再送信に利用するチャンネルの配置等について配慮をすること。 
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理 由 

 

１ 申請の概要 

 申請者は、平成５年４月８日付けで郵政大臣から有線テレビジョン放送施設

の設置許可を得て、山口県山口市、防府市、宇部市及び美祢市の各一部におい

て有線テレビジョン放送を行っている者であるが、福岡県福岡市所在の放送事

業者である株式会社福岡放送（以下「ＦＢＳ」という。）、ＲＫＢ毎日放送株式

会社（以下「ＲＫＢ」という。）、九州朝日放送株式会社（以下「ＫＢＣ」とい

う。）及び株式会社ＴＶＱ九州放送（以下「ＴＶＱ」という。）のデジタルテレ

ビジョン放送の再送信を希望し協議を求めたが、協議が調わなかったとして、

平成 23 年３月 30 日付けで本件申請を行った。 

ＲＫＢに関する申請の概要は、下述のとおりである。 

 

（１）申請に係る再送信の概要 

ア 再送信しようとするテレビジョン放送 

主文の１のとおり 

イ 再送信の業務を行おうとする区域 

    主文の２のとおり 

ウ 再送信の実施の方法 

    同時再送信による放送 

エ 申請者が希望する再送信の開始日 

    裁定あり次第速やかに 

 

（２）協議の経過 

   申請者は、平成21年６月から１年半以上の期間（デジタルテレビジョン

放送の再送信に関しては平成22年10月以降）、ＲＫＢの放送対象地域の外に

おいて行われる再送信に係る協議を継続してきた。また、並行して、山口

県内の地元放送事業者とも協議を行った。 

   しかしながら、ＲＫＢは、 

・まず地元放送事業者の同意を得てからＲＫＢに再送信同意を求めるべ

きである。 

・県域免許により放送を行っており、放送秩序を崩したくないため同意

できない。 

・山口県の同系列の放送事業者（テレビ山口株式会社）とＲＫＢは同じ

放送内容であり、地元放送事業者の意向も無視はできない。 

・市町村合併の有無によらず現在アナログ放送の再送信を行っていない
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地域は不同意とする方針である。 

・福岡県との地域一体性があるのは下関までである。 

・総合放送４系統の放送を全国各地で普及させるとの放送普及基本計画

の指針を山口県は実質的に満たしている。 

・「有線テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の再送信の

同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関する

ガイドライン」（以下「再送信ガイドライン」という。）（平成20年４月

策定）に沿って社内規定を作っており、再送信ガイドラインに沿った

話であれば協議の対象となり得る。 

等とした。これに対し申請者は、 

・地元放送事業者は当事者ではないので同意はＲＫＢ単独で考えていた

だきたい。 

・ＲＫＢの放送対象地域と申請者の業務区域の間に地域関連性がある。 

・再送信ガイドラインに照らすと、市町村合併後の区域を単位として再

送信を認めるという内容があり、同一行政区域内で視聴可能な地区と

視聴不可能な地区が混在する状態では行政も住民も納得しない。共同

受信施設やアンテナで区域外放送を受信できる地域は特に要望が強い。 

   ・山口県と福岡県とは非常に近いとの距離感覚を持っており、一体性が

高い。 

   ・山口県市長会、山口県議会等から区域外再送信に係る要望が出されて

いる。 

   ・長年の視聴習慣を踏まえ大臣裁定を視野に入れて区域外再送信の問題

を速やかに解決するよう宇部市、美祢市、山口市及び防府市の各市長

から要請を受けている。 

等として、当事者間での協議は膠着状態で進展がなく、協議終了を確認し

たため、平成23年３月に本件申請を行ったものである。 

 

 

２ 申請に係る放送事業者の意見の概要 

ＲＫＢが、平成 23 年４月 26 日付けで有線テレビジョン放送法（以下「法」

という。）第 13 条第４項に基づき提出した意見書の概要は、下述のとおりであ

る。 

 

（１）協議の経過 

申請者から、平成 22 年 10 月にデジタル放送の再送信を求める旨の意思
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表示があり、その後平成 23 年２月にＲＫＢから具体的な妥協案を示し、打

開に向けて動き始めていたところであって、協議は不調に終わったのでは

なく合意形成に向けて継続中であったと認識している。 

大臣裁定申請が出された現在でも、引き続き協議成立に向けて努力した

いと考えている。 

  

（２）法第 13 条第２項本文の同意をしない理由 

アナログ放送の終了が迫っていることもあり、最終的に地元放送事業者

の同意は絶対条件ではないと考え、以下の妥協案を提案した。 

・過去合法的にアナログ放送の再送信に同意した隣接地域のエリアについ

ては、受信者保護の観点から激変緩和措置により平成 27 年３月末までは

デジタル放送の再送信に同意する。その後については、その時点での状

況を勘案して協議する。 

・アナログ放送の同意がない地域については、アナログ放送の同意申請を

経て地域毎に協議を行い、再送信に同意できれば、アナログ放送の同意

がある地域に準じる取扱いとする。 

・地元放送事業者による同意は必ずしも必要ではない。 

上述の提案に対して、申請者は問題の先送りであるとして激変緩和期間

終了後も含めた完全同意を求めて譲らず、また広域化した全業務区域での

再送信同意についても譲らず、大臣裁定申請に至ったものである。 

 

 

３ 判断 

申請者の大臣裁定申請に係る処分を決定する上で検討すべき以下の２点につ

いて、下述（１）及び（２）のとおり判断を行った。 

・申請者の大臣裁定申請は、法第 13 条第３項に定める申請要件を満たしている

か。 

・放送の地域性に係る意図の侵害については、再送信に同意をしない正当な理

由に該当するか。 

 

（１）協議継続中のため大臣裁定申請の要件を満たしていないとしていること

について 

   ＲＫＢの主張は２（１）のとおりである。申請者とＲＫＢの協議状況は
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次のとおりである。 

 ・平成 22 年 10 月 27 日に、デジタル放送の再送信の同意について協議が開

始されたものの、ＲＫＢは社内基準では同意が難しいとし、今後検討す

る予定であると説明した。 

 ・平成 23 年 2 月 23 日に、ＲＫＢは２（２）のとおり暫定措置の提案を行

った。 

・申請者は、同年５月 18 日の有線放送部会における意見聴取において、放

送事業者による暫定措置の提案については、問題の先送りにすぎず、同

意期間後に視聴できないことは納得できない旨表明した。 

  ＲＫＢの暫定措置の提案については、申請者は、平成 23 年５月 18 日の

有線放送部会において、問題の先送りに過ぎず、同意期間後に視聴できな

くなるのでは住民は納得しないとしている。また、ＲＫＢは、現在アナロ

グ放送の再送信を行っていない地域は激変緩和措置の対象外である旨を表

明していることから、同一行政区域内でサービスの内容が異なることは容

認できないとする申請者との間で相容れないことが明らかである。また、

ＲＫＢは一定の協議を経て、なお、放送の地域性に係る意図の侵害がある

ことについても再送信に同意しない正当な理由として主張していることか

ら、事実上協議が調わない状況であると認められる。 

このことから、法第 13 条第３項において「有線テレビジョン放送事業者

（略）は、放送事業者（略）に対し、前項本文の同意（略）につき協議を

求めたが、その協議が調わず、又はその協議をすることができないときは、

総務大臣の裁定を申請することができる。」と規定される裁定申請の要件を

満たしていると認められる。 

 

（２）放送の地域性に係る意図の侵害を理由に再送信に同意をしないとしてい

ることについて 

   ＲＫＢは、平成23年６月６日、放送の地域性に係る意図の侵害について、

再送信に同意をしない正当な理由として主張することを表明している。 

ＲＫＢの放送の地域性に係る意図の侵害の程度及び受信者の利益（受信

者が自らの生活等に必要な地域情報を取得できること）の程度について、

地域間における人・物等の交流状況を基本としつつ、その他地域間の関連

性を示す要素も併せて考慮し、当該再送信による放送の地域性に係る意図

の侵害が正当な理由に該当するかどうかを以下のとおり判断する。 

 

① 放送の地域性に係る意図の侵害の程度について 

放送の地域性に係る意図の侵害の程度については、地上放送は放送普及
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基本計画において、放送対象地域における地域住民の要望に応える放送が

求められていることを前提とし、ＲＫＢの放送が申請者の業務区域におい

て再送信された場合に起こり得る侵害について評価を行った。 

ＲＫＢは、平成 23 年５月 30 日付けの追加資料（ＦＢＳ、ＫＢＣ及びＴ

ＶＱから援用したものを含む。）において、再送信による放送の地域性に係

る意図の侵害の具体例として、 

・山口県の県内のニュース、災害情報が放送されないことにより、放送

対象地域外の視聴者の放送への期待感とのずれが生じ、結果として、

チャンネルイメージが侵害される。 

・山口県の地域特性や歴史、県民性などを斟酌しない番組内容になる可

能性があり、放送対象地域外の視聴者の放送への期待感との間にずれ

が生じ、結果として、チャンネルイメージが侵害される。 

・放送による被害が発生した場合、放送対象地域を越えて責任が発生す

るため、賠償リスクが高まる。 

・山口県内におけるドメスティックバイオレンスの被害者、事件の告発

者などが、福岡県内における放送については了解するものの、山口県

内においては放送の見合わせを求めてくる場合があり、再送信により、

取材対象者のプライバシーが侵害され、ＲＫＢは番組編集上の意図を

侵害されるばかりでなく、放送責任を問われる。 

等を主張し、番組編集上の意図に含まれる放送の地域性に係る意図の侵害

が想定されるとしている。 

放送の地域性に係る意図は、広く国民に向かって表現（放送）されてい

る放送番組を自らの放送対象地域以外では見られたくないという消極的な

意図にとどまるものであり、番組編集上の意図の中核を占める放送番組の

同一性やチャンネルイメージに比べて保護すべき必要性は相対的に低いた

め、受信者の利益の内容・程度との比較衡量により、その確保の必要性を

判断する。なお、その侵害は消極的な意図の侵害であるため、性質上必ず

しも説明を求められるものではない。 

ＲＫＢの放送の地域性に係る意図の侵害に係る上述の主張については、

区域外再送信が行われる全ての事業者について生じうるものであり、ＲＫ

Ｂの番組編集上の意図が害され、又は歪曲されることを示す特別な事情が

あるとまでは言えないが、放送の地域性に係る意図の侵害を一定程度認め

ることはできるものである。したがって、当該放送の地域性に係る意図の

侵害が再送信に係る受信者の利益（下述②）の程度との比較衡量上受忍限

度を越えるか否かにより、当該侵害が再送信に同意をしない正当な理由に

当たるか否かを判断する。 
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② 受信者の利益（受信者が自らの生活等に必要な地域情報を取得できるこ

と）の程度について 

地域間の関連性に係る受信者の利益については、申請者の業務区域とＲ

ＫＢの放送対象地域とは隣接する市町村ではないが、一見明白に遠方にあ

るとは認められないことから、ＲＫＢ及び申請者からそれぞれ提出された

人・物等の交流状況やその他地域間の関連性を示す要素に基づき評価を行

った。 

申請者の業務区域とＲＫＢの放送対象地域との間の人の交流状況につい

ては、平成 17 年国勢調査によれば（※）、山口市、防府市、宇部市及び美

祢市から福岡県への通勤・通学者数はそれぞれ 235 人、78 人、319 人及び

40 人であり、当地に常住する全通勤・通学者数に占めるこれらの割合はそ

れぞれ約 0.2％、約 0.1％、約 0.3％及び約 0.2％である。また、福岡県か

ら山口市、防府市、宇部市及び美祢市への通勤・通学者数は、それぞれ 315

人、91 人、295 人及び 26 人であり、当地での通勤・通学者数に占めるこれ

らの割合はそれぞれ約 0.3％、約 0.1％、約 0.3％及び約 0.2％である。 

※合併後の現在の市町村の区域について算出したもの。 

評価の参考とするため、二県で一つの放送対象地域となっている岡山県

と香川県との間の交流状況について同じ割合（相手県への通勤・通学者数

が自県に常住する全通勤・通学者数に占める割合）を算出すると、岡山県

から香川県への通勤・通学者数については約 0.2％、香川県から岡山県に

ついては約 0.3％となり、申請者が業務区域とする各市と福岡県との間の

通勤・通学の状況と同程度であることから、受信者が自らの生活等に必要

な地域情報を取得する必要性と関係が深い人の交流が申請者の業務区域と

ＲＫＢの放送対象地域との間で一定程度行われていると認められる。 

両地域間の経済的取引状況に関しては、買回品についてのデータをみる

と、山口市内３大学の学生の買回品（衣料、家電、貴金属、化粧品等）の

買物先の約 23.5％が福岡県であり（平成 20 年３大学学生アンケート調査

（山口商工会議所、まち大学委員会））、防府市民が休日にショッピング（高

級衣料品、家具等）を行う地域は、市内約 48.5％、山口方面約 19.4％に次

いで、北九州市・福岡市方面が約 8.4％である（平成 21 年市民アンケート

調査）など、消費活動について、両地域間において一定程度の交流がうか

がえる。 

スピルオーバーについても、各市において一定の面的広がりをもって存

在することが当事者から提出されたデータ（※）やスピルオーバーの机上

計算結果（総務省調べ）からうかがわれる。また、山口市（旧阿東町を除

く）、宇部市の一部、防府市、美祢市（旧美東町に限る）においてはＲＫＢ
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のアナログ放送の再送信が行われており、アナログ放送とデジタル放送を

区別する必要性がないことから、少なくとも、これらの地域においては視

聴実態、視聴習慣を認めることができる。 

※ 申請者の実地調査によれば、山口市の 24 地点中 13 地点、防府市の 28

地点中 26 地点、宇部市の 44 地点中 41 地点及び美祢市の 16 地点中８地

点で良好な受信が可能であり、意見聴取において、放送事業者は、（申請

者の業務区域の）20％弱のエリアで受信が可能であるとしている。 

なお、申請者の業務区域において市町村合併により山口市や美祢市の区

域が拡大しているが、合併した市町村については基礎的自治体として一体

感の醸成を目指した行政が行われている中、同一市町村内において受信者

の利益は、原則として一体的に捉えることが適当である。 

以上から、申請者の業務区域とＲＫＢの放送対象地域の間の関連性につ

いては、人の交流、経済的取引状況、スピルオーバー等の関連性を示す指

標により、受信者が再送信によって自らの生活等に必要な地域情報を取得

する必要性という点で、受信者の利益を認めることができる。 

 

③ 放送の地域性に係る意図の侵害と受信者の利益の程度との比較衡量 

①により、放送番組を自らの放送対象地域以外では見られたくないとい

う消極的な意図である放送の地域性に係る意図の侵害は、区域外再送信が

行われる場合に一般的に生じる程度認められるにとどまるものであるのに

対し、②により、受信者の利益については、４市について人・物等の交流

状況が認められ、かつ、視聴習慣・視聴実態もアナログ放送の再送信等に

より広範に存在するものである。したがって、放送の地域性に係る意図の

侵害の程度と、その放送の再送信に係る受信者の利益の程度を比較衡量し

た総合的な判断として、ＲＫＢの放送の地域性に係る意図の侵害の程度が

受忍限度を越えているとは言えず、放送の地域性に係る意図の侵害は、再

送信に同意をしない正当な理由とは認められない。 

 

 

４ 結論 

以上のとおり、ＲＫＢが、申請者に対し、そのデジタルテレビジョン放送の

再送信に同意をしない正当な理由があるとは認められないため、主文のとおり

裁定する。 
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５ その他 

有線テレビジョン放送事業者は区域外再送信に当たり、再送信する放送が業

務区域の地域情報を提供するものでないことから、受信者において混乱が生じ

ないよう、チャンネルの配置等について配慮をすべきである。 

 

 

 

平成２３年６月２１日 

  

総務大臣 片山 善博    
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1 

 

 

 

裁   定 

 

関係当事者 

 申 請 人 

山口県山口市中園町７番４０号 

山口ケーブルビジョン株式会社 

代表取締役 齋藤 宗房 

 

申請に係る放送事業者 

  福岡県福岡市中央区長浜１丁目１番１号 

九州朝日放送株式会社      

代表取締役 武内 健二 

 

 

 平成２３年３月３０日付けで、有線テレビジョン放送法（昭和４７年法律第

１１４号）第１３条第３項の規定に基づき、山口ケーブルビジョン株式会社か

ら九州朝日放送株式会社を申請に係る放送事業者として裁定の申請があった件

につき、次のとおり裁定する。 
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主   文 

 

九州朝日放送株式会社は、以下に定めるところにより、同社のテレビジョン

放送を山口ケーブルビジョン株式会社が再送信することに同意しなければなら

ない。 

 

１ 再送信しようとするテレビジョン放送 

北九州デジタルテレビジョン放送局の放送 

 

２ 再送信の業務を行おうとする区域 

  山口県山口市、防府市、宇部市及び美祢市の各一部（別紙のとおり） 

 

３ 再送信の実施の方法 

  上記１のテレビジョン放送の全ての放送番組に変更を加えないで同時に再

送信するとともに、再送信に利用するチャンネルは一定のチャンネルとし、

空き時間であっても他の用途に使用しないこと。 

なお、上記１のテレビジョン放送の再送信は区域外再送信となるため、山

口ケーブルビジョン株式会社は、受信者が視聴する際に混乱が生じないよう

再送信に利用するチャンネルの配置等について配慮をすること。 
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理 由 

 

１ 申請の概要 

 申請者は、平成５年４月８日付けで郵政大臣から有線テレビジョン放送施設

の設置許可を得て、山口県山口市、防府市、宇部市及び美祢市の各一部におい

て有線テレビジョン放送を行っている者であるが、福岡県福岡市所在の放送事

業者である株式会社福岡放送（以下「ＦＢＳ」という。）、ＲＫＢ毎日放送株式

会社（以下「ＲＫＢ」という。）、九州朝日放送株式会社（以下「ＫＢＣ」とい

う。）及び株式会社ＴＶＱ九州放送（以下「ＴＶＱ」という。）のデジタルテレ

ビジョン放送の再送信を希望し協議を求めたが、協議が調わなかったとして、

平成 23 年３月 30 日付けで本件申請を行った。 

ＫＢＣに関する申請の概要は、下述のとおりである。 

 

（１）申請に係る再送信の概要 

ア 再送信しようとするテレビジョン放送 

主文の１のとおり 

イ 再送信の業務を行おうとする区域 

    主文の２のとおり 

ウ 再送信の実施の方法 

    同時再送信による放送 

エ 申請者が希望する再送信の開始日 

    裁定あり次第速やかに 

 

（２）協議の経過 

   申請者は、平成21年６月から１年半以上の期間（デジタルテレビジョン

放送の再送信に関しては平成22年10月以降）、ＫＢＣの放送対象地域の外に

おいて行われる再送信に係る協議を継続してきた。また、並行して、山口

県内の地元放送事業者とも協議を行った。 

   しかしながら、ＫＢＣは、 

・ 区域外再送信については地元放送事業者の同意を得てからＫＢＣに

同意を求めるべきである。 

・ 申請者は県域免許により放送を行っており、放送対象地域を大事にす

る立場であるため再送信に同意できない。 

・ 山口県内の同系列の放送事業者（山口朝日放送株式会社（以下「山口

朝日放送」という。））とＫＢＣは、同じ放送内容であり、情報格差は

ほとんどどない。 
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・ 福岡県と地域的一体性があるのは下関までであり、災害報道や緊急情

報についてどのように考えるのか疑問である。九州福岡県の情報を山

口県で放送することに意味があるのか疑問である。 

   ・総合放送４系統の放送を全国各地で普及させるとの放送普及基本計画

の指針を山口県は実質的に満たしている。 

・区域外再送信問題は基本的に民間事業者間の話であるのに行政が前面

に出てくることはおかしい。 

  等とした。これに対して、申請者は、 

・ 地元放送事業者は当事者ではないため、同意はＫＢＣ単独で考えてい

ただきたい。 

・ ＫＢＣの放送対象地域と申請者の業務区域の間に地域関連性がある。 

・ 長年の視聴習慣を踏まえ大臣裁定を視野に入れて速やかに解決する

よう宇部市、美祢市、山口市及び防府市の各市長から要請を受けてい

る。 

・ 山口県内の同系列局（山口朝日放送）とＫＢＣの番組は異なっており、

百貨店やイベント、美術館、博物館等の情報量が大きく異なる。 

・ 山口県は福岡県と非常に近いという距離的感覚を持っており、地域の

一体性が高い。 

・ 山口県市長会、山口県議会から区域外再送信に係る要望が出されてい

る。 

等として、当事者間での協議は膠着状態で進展がなく、協議終了を確認し

たため、平成 23 年３月に本件申請を行ったものである。 

 

 

２ 申請に係る放送事業者の意見の概要 

ＫＢＣが、平成 23 年４月 28 日付けで有線テレビジョン放送法（以下「法」

という。）第 13 条第４項に基づき提出した意見書の概要は、下述のとおりであ

る。 

 

（１）協議の経過 

平成 22 年 10 月 20 日に、ＫＢＣのデジタル放送の再送信について、申請

者から同意要請を受けた。その後、同年 12 月９日に、ＫＢＣは激変緩和措

置に沿った解決について、申請者の考え方を質問したところ、同年 12 月 24

日に、申請者は行政の後押しもあるため、激変緩和措置など何らかの解決

策を示されたとしても申請者だけでは決められないとした。平成 23 年１月
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に申請者から準備が調い次第大臣裁定を申請する旨の通告があり、同年３

月 28 日にも、ＫＢＣは協議継続を促したが、申請者は大臣裁定以外に解決

の見通しがないと主張した。 

ＫＢＣは当事者間協議による解決を図ろうと努めていたが、申請者が一

方的に協議を打ち切り、裁定申請をしたことは誠に遺憾である旨を表明し

た。 

 

（２）法第 13 条第２項本文の同意をしない理由 

①有線テレビジョン放送事業者としての適格性 

・平成 17 年に申請者からＫＢＣのアナログ放送の再送信同意申請に際し、

申請者の基本チャンネル（１ch～12ch）からＫＢＣのチャンネルを外し、

Ｃ13 チャンネルより後にするよう求めた。これに対し、申請者は多額の

移行費用が発生することを理由として協議に応じず、以後２年間、ＫＢ

Ｃによる同意がないまま違法な再送信を継続した。 

・平成 19 年に申請者から再度、再送信同意の申請があり、ＫＢＣは違法再

送信の状態を解消することを最優先し、受信者利益の保護について最大

限の配慮を行い、申請者と下述の内容の覚書を交わし、ＫＢＣのアナロ

グ放送の再送信の期間延長に同意したが、反故にされているところであ

り、申請者と正常な取引を行うことはできない。 

（ア）アナログ放送の再送信を行うに際し、リモコンチャンネルをＣ13

チャンネルより後に移行させる。本覚書締結時までに移行が完了

できない場合は、申請者は、引き続き、移行実現に向けて努力す

る。 

 （イ）地上デジタル放送の再送信は行わない。 

（ウ）地上デジタル放送の再送信について、社会的な状況変化が生じた

場合、誠意をもって協議する。 

・上述（ウ）について、申請者は、平成 22 年８月 26 日の山口県市長会に

よる意見書及び同年 10 月８日の山口県議会による決議において、受信者

である住民の利益を守る立場に立って、区域外再送信の問題の早期解決

を図るよう地方自治体として要望していることを、社会的な状況の変化

に該当するとしているが、住民の利益を守るために再送信問題の早期解
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決を求める声は覚書を交わした平成 19 年の時点においても存在した。 

・申請者の企業体質に問題があると考えており、申請者が求める再送信に

同意できない。 

 

②放送の地域性に係る意図の侵害 

  ア 放送の地域性に係る意図の侵害 

・ＫＢＣの放送の自社制作率は、ニュースや情報系の番組を中心に約

20.6%と、全国のローカル局の中でも高い水準である。自社制作番組（当

初から山口県でも放送する意図で制作した２番組を除く。）について、

ＫＢＣは山口県で放送する番組編集上の意図を持っておらず、それぞ

れの放送対象地域で生活している視聴者を対象に放送している。有線

テレビジョン放送による再送信によってＫＢＣが放送を意図していな

い地域において同社の番組が放送されることは、ＫＢＣの番組編集上

の意図が害されていることに他ならない。 

 ・緊急地震速報などの防災情報は、基本的には放送対象地域である福岡

県以外においては放送されず、山口県において、有線テレビジョン放

送事業者の再送信により福岡県の放送を視聴していた人は、防災情報

に気づかないことがあり、避難が遅れ、最悪の場合、人命が失われる。 

イ 地域間の関連性に係る受信者の利益 

・平成 17 年度国勢調査によると、北九州市と福岡市から、国勢調査が行

われた当時に申請者の業務区域であった３市（山口市、防府市及び宇

部市）に通勤・通学している人はわずか 372 人であり、福岡県から山

口県全体への通勤・通学者数の約 6.3%、北九州市と福岡市を合わせた

人口の約 0.016%に過ぎない。同じく、当時申請者の業務区域であった

３市から福岡県に通勤・通学している人は、わずか 632 人であり、山

口県全体から福岡県に通勤・通学している人の約 7.4%、３市合わせた

人口の約 0.13%に過ぎない。 

・国土交通省の「全国幹線旅客純流動調査」（平成 17 年）によれば、調

査を実施した休日１日当たり、申請者の主要業務区域（山口生活圏、

宇部生活圏）から福岡生活圏を訪れた人は 3,589 人、逆に福岡生活圏

から山口生活圏、宇部生活圏を訪れた人は 3,365 人である。同じデー

タで、ＫＢＣの放送対象地域に隣接する熊本生活圏、長崎生活圏、大

分生活圏と福岡生活圏との間の人の交流を見ると、申請者の主要業務

区域と福岡生活圏との間の人の交流を大きく上回っている。 

  ※各生活圏の対象市町村（平成 17 年当時） 
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・山口生活圏：山口市、防府市、美東町、秋芳町、阿東町 

     ・宇部生活圏：宇部市、美祢市、山陽小野田市 

     ・福岡生活圏：福岡市等 22 市町村 

     ・熊本生活圏：熊本市等 30 市町村 

     ・長崎生活圏：長崎市等９市町村 

     ・大分生活圏：大分市等 11 市町村 

・平成 19 年度「山口県買物動向調査報告書」によれば、申請者の業務区

域にある世帯のうち福岡県で買物をした額の割合を示す県外流出率

（世帯率）は、山口市約 0.4%、宇部市約 0.8%、防府市約 0.5%及び美祢

市約 0.4%といずれも１％にも満たない数字であり、とても福岡市や北

九州市に買物に行くことが一般的なこととは思えない。 

   ・北九州と下関については地域の一体性を認めるが、福岡県と山口県は、

隣県と言いながらも、通勤や通学などによる人の移動が少なく、経済

的、文化的な相互交流が活発とは言い難く、地域としての一体性はな

い。 

   ・申請者の業務区域である宇部市及び美祢市は、ＫＢＣの北九州中継局

から最短距離の地域までであっても 35km 以上離れており、明らかにＫ

ＢＣの放送対象地域外である。同中継局から山口市の最短距離の地域

までは 45km 以上、防府市の最短距離の地域までは 60km 以上離れてお

り、電波が受信可能であっても、常時安定した受信環境にあるとは言

えない。 

   ・山口市の旧阿東町、美祢市の旧秋芳町及び宇部市の一部はＫＢＣの放

送に関して視聴習慣がない地域である。 

   ・ＫＢＣのデジタル放送は、平成 18 年 12 月のデジタル放送開局以来４

年以上にわたり、申請者の業務区域において再送信されておらず、既

に当社のデジタル放送に対する視聴習慣がないことを意味する。この

約４年間は、一定期間の経過措置（激変緩和措置）であったと言える。 

 

③同一系列の山口朝日放送株式会社の番組との同一性 

   申請者は、受信者から福岡県の番組の視聴の要望が強いとしているが、

同じテレビ朝日系列であるＫＢＣと山口朝日放送は、放送している番組に

大差はなく、両社が同一の放送番組を同日・同時刻に放送している放送時

間の割合は、総放送時間の約 53.8%、６時から 24 時までの時間の約 61.6%

である。異なる時間帯に同一のドラマを放送する場合なども加えると同一

の番組の比率は総放送時間で約 1.9％、６時から 24 時までで約 2.5％増加

する。 
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３ 判断 

申請者の大臣裁定申請に係る処分を決定する上で検討すべき以下の４点につ

いて、下述（１）から（４）までのとおり判断を行った。 

・申請者の大臣裁定申請は、法第 13 条第３項に定める申請要件を満たしている

か。 

・有線テレビジョン放送事業者としての適格性については、再送信に同意をし

ない正当な理由に該当するか。 

・放送の地域性に係る意図の侵害については、再送信に同意をしない正当な理

由に該当するか。 

・同一系列の山口朝日放送の番組との同一性については、再送信に同意をしな

い正当な理由に該当するか。 

 

（１）協議継続中のため大臣裁定申請の要件を満たしていないとしていること

について 

   ＫＢＣの主張は２（１）のとおりである。これについて、申請者とＫＢ

Ｃの協議状況は次のとおりである。 

   ・平成 22 年 10 月 20 日に、デジタル放送の再送信の同意について当事者

間の協議が開始された。 

   ・平成 22 年 11 月 19 日に、申請者の同意要請について、ＫＢＣは、社団

法人日本民間放送連盟及び社団法人日本ケーブルテレビ連盟との間で

区域外再送信が無秩序に増大することなく、抑制の方向で解決される

ことを望むという考え方に反すると主張し、この考え方にのっとり協

議を継続することを説明した。 

   ・同年 12 月９日に、ＫＢＣが激変緩和措置に沿った解決について申請者

の考え方を質問したところ、同月 24 日に、申請者は県議会の議決等も

あり、激変緩和措置など何らかの解決策を示されたとしても、申請者

だけでは決められないとした。 

・平成 23 年１月 13 日に、申請者からＫＢＣに対して大臣裁定申請を行

う旨を説明した。 

・同年３月 28 日に、申請者は、大臣裁定申請の書類を持参して、ＫＢＣ

に対し、大臣裁定以外に解決の見通しがないことを主張した。 

   ・ＫＢＣは、同年４月 28 日付けの意見書において地域関連性が薄い等と

して、不同意の旨を明示した。 

平成 22 年 10 月から大臣裁定申請までの間の協議の中でＫＢＣが行った

激変緩和措置の提案について、申請者は、平成 23 年５月 18 日の有線放送

部会において、問題の先送りに過ぎず、同意期間後に視聴できなくなるの
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では住民は納得しないとしている。また、ＫＢＣは、一定の協議を経てな

お地域関連性が低いことなどを理由に不同意の意思表示を行っていること

から、事実上協議が調わない状況であると認められる。 

このことから、法第 13 条第３項において「有線テレビジョン放送事業者

（略）は、放送事業者（略）に対し、前項本文の同意（略）につき協議を

求めたが、その協議が調わず、又はその協議をすることができないときは、

総務大臣の裁定を申請することができる。」と規定される裁定申請の要件を

満たしていると認められる。 

 

（２）有線テレビジョン放送事業者としての適格性を理由に再送信に同意をし

ないことについて 

  ① 同意のない再送信の実施 

    ＫＢＣの主張は、２（２）①のとおりである。 

有線テレビジョン放送事業者が同意を得ずに再送信を行っている場合

など、有線テレビジョン放送事業者が法の規定に違反している場合、そ

の有線テレビジョン放送事業者の適格性を以て放送事業者等が再送信に

同意をしない正当な理由たり得るかについては、個別事情に基づき判断

する必要がある。例えば、過去に一度も再送信の同意を得ていない放送

等について、再送信を開始し、それを継続している場合には適格性を問

い得るものである。 

本件は、ＫＢＣから再送信の同意を得た申請者が、多額の費用を要す

るチャンネル調整に応じなかったとの理由により同意の更新が行われな

かったものであり、申請者がＫＢＣからチャンネル変更を求められた平

成 17 年から２年間の期間を除き、約 15 年以上、現在まで適法に再送信

の同意を得ていることを勘案すれば、再送信を行うことについて有線テ

レビジョン放送事業者の適格性を問うほどのものではない。したがって、

放送事業者の番組編集上の意図が害され、又は歪曲されることをうかが

わしめる具体的事実が指摘されているものとは言えず、再送信に同意を

しない正当な理由があるとは認められない。 

 

  ② デジタル再送信等に係る覚書 

    ＫＢＣの主張は、２（２）①のとおりである。しかしながら、将来デ

ジタル放送の再送信を求めないとの覚書については、その有効性や、社

会的な状況変化があったか否か等に関し、まずは民事的手続により明ら

かにすべきものであるため、本件裁定の判断に当たっては勘案しない。 
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（３）放送の地域性に係る意図の侵害を理由に再送信に同意をしないとしてい

ることについて 

ＫＢＣの主張は２（２）②のとおりである。 

ＫＢＣの放送の地域性に係る意図の侵害の程度及び受信者の利益（受信

者が自らの生活等に必要な地域情報を取得できること）の程度について、

地域間における人・物等の交流状況を基本としつつ、その他地域間の関連

性を示す要素も併せて考慮し、当該再送信による放送の地域性に係る意図

の侵害が正当な理由に該当するかどうかを以下のとおり判断する。 

 

① 放送の地域性に係る意図の侵害の程度について 

放送の地域性に係る意図の侵害の程度については、地上放送は放送普

及基本計画において、放送対象地域における地域住民の要望に応える放

送が求められていることを前提とし、ＫＢＣの放送が申請者の業務区域

において再送信された場合に起こり得る侵害について評価を行った。 

ＫＢＣは、２（２）②アに加え、意見書及び平成 23 年５月 30 日付け

の追加資料において、再送信による放送の地域性に係る意図の侵害の具

体例として、 

   ・区域外再送信により福岡県の放送を視聴する山口県民には、災害情報

や防災情報が届かず、人命や財産に係る危険性が生じ、放送法や災害

対策基本法により規定された放送事業者としての責務を放棄すること

にもつながりかねない。 

・災害時などに被災者の心情に配慮し、番組やＣＭの放送を控える場合

があるが、再送信により企業イメージが損なわれる。 

・山口県内におけるドメスティックバイオレンスの被害者、事件の告発

者などが、福岡県内における放送については了解するものの、山口県

内においては放送の見合わせを求める場合があり、再送信により、取

材対象者のプライバシーが侵害され、ＫＢＣは番組編集上の意図を侵

害されるばかりでなく、放送責任を問われる。 

とし、番組編集上の意図に含まれる放送の地域性に係る意図の侵害が想

定されるとしている。 

放送の地域性に係る意図は、広く国民に向かって表現（放送）されて

いる放送番組を自らの放送対象地域以外では見られたくないという消極

的な意図にとどまるものであり、番組編集上の意図の中核を占める放送

番組の同一性やチャンネルイメージに比べて保護すべき必要性は相対的

に低いため、受信者の利益の内容・程度との比較衡量により、その確保

の必要性を判断する。なお、その侵害は消極的な意図の侵害であるため、
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性質上必ずしも説明を求められるものではない。 

ＫＢＣの放送の地域性に係る意図の侵害に係る上述の主張については、

区域外再送信が行われる全ての事業者について生じうるものであり、Ｋ

ＢＣの番組編集上の意図が害され、又は歪曲されることを示す特別な事

情があるとまでは言えないが、放送の地域性に係る意図の侵害を一定程

度認めることはできるものである。したがって、当該放送の地域性に係

る意図の侵害が再送信に係る受信者の利益（下述②）の程度との比較衡

量上受忍限度を越えるか否かにより、当該侵害が再送信に同意をしない

正当な理由に当たるか否かを判断する。 

 

② 受信者の利益（受信者が自らの生活等に必要な地域情報を取得できる

こと）の程度について 

地域間の関連性に係る受信者の利益については、申請者の業務区域と

ＫＢＣの放送対象地域とは隣接する市町村ではないが、一見明白に遠方

にあるとは認められないことから、ＫＢＣ及び申請者からそれぞれ提出

された人・物等の交流状況やその他地域間の関連性を示す要素に基づき

評価を行った。 

申請者の業務区域とＫＢＣの放送対象地域との間の人の交流状況につ

いては、平成 17 年国勢調査によれば（※）、山口市、防府市、宇部市及

び美祢市から福岡県への通勤・通学者数はそれぞれ 235 人、78 人、319

人及び 40 人であり、当地に常住する全通勤・通学者数に占めるこれらの

割合はそれぞれ約 0.2％、約 0.1％、約 0.3％及び約 0.2％である。また、

福岡県から山口市、防府市、宇部市及び美祢市への通勤・通学者数は、

それぞれ 315 人、91 人、295 人及び 26 人であり、当地での通勤・通学者

数に占めるこれらの割合はそれぞれ約 0.3％、約 0.1％、約 0.3％及び約

0.2％である。 

※合併後の現在の市町村の区域について算出したもの。 

評価の参考とするため、二県で一つの放送対象地域となっている岡山

県と香川県との間の交流状況について同じ割合（相手県への通勤・通学

者数が自県に常住する全通勤・通学者数に占める割合）を算出すると、

岡山県から香川県への通勤・通学者数については約 0.2％、香川県から岡

山県については約 0.3％となり、申請者が業務区域とする各市と福岡県と

の間の通勤・通学の状況と同程度であることから、受信者が自らの生活

等に必要な地域情報を取得する必要性と関係が深い人の交流が申請者の

業務区域とＫＢＣの放送対象地域との間で一定程度行われていると認め

られる。 
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両地域の経済的取引状況に関しては、買回品についてのデータをみる

と、山口市内３大学の学生の買回品（衣料、家電、貴金属、化粧品等）

の買物先の約 23.5％が福岡県であり（平成 20 年３大学学生アンケート調

査（山口商工会議所、まち大学委員会））、防府市民が休日にショッピン

グ（高級衣料品、家具等）を行う地域は、市内約 48.5％、山口方面約 19.4％

に次いで、北九州市・福岡市方面が約 8.4％である（平成 21 年市民アン

ケート調査）など、消費活動について、両地域間において一定程度の交

流がうかがえる。 

スピルオーバーについても、各市において一定の面的広がりをもって

存在することが当事者から提出されたデータ（※）やスピルオーバーの

机上計算結果（総務省調べ）からうかがわれる。また、山口市（旧阿東

町を除く）、宇部市の一部、防府市、美祢市（旧美東町に限る）において

はＫＢＣのアナログ放送の再送信が行われており、アナログ放送とデジ

タル放送を区別する必要性がないことから、少なくとも、これらの地域

においては視聴実態、視聴習慣を認めることができる。 

※ 申請者の実地調査によれば、山口市の 24 地点中 13 地点、防府市の

28 地点中 26 地点、宇部市の 44 地点中 41 地点及び美祢市の 16 地点中８

地点で良好な受信が可能であり、意見聴取において、放送事業者は、（申

請者の業務区域の）20％弱のエリアで受信が可能であるとしている。 

なお、申請者の業務区域において市町村合併により山口市や美祢市の

区域が拡大しているが、合併した市町村については基礎的自治体として

一体感の醸成を目指した行政が行われている中、同一市町村内において

受信者の利益は、原則として一体的に捉えることが適当である。 

以上から、申請者の業務区域とＫＢＣの放送対象地域の間の関連性に

ついては、人の交流、経済的取引状況、スピルオーバー等の関連性を示

す指標により、受信者が再送信によって自らの生活等に必要な地域情報

を取得する必要性という点で、受信者の利益を認めることができる。 

 

  ③ 放送の地域性に係る意図の侵害と受信者の利益の程度との比較衡量 

    ①により、放送番組を自らの放送対象地域以外では見られたくないと

いう消極的な意図である放送の地域性に係る意図の侵害は、区域外再送

信が行われる場合に一般的に生じる程度認められるにとどまるものであ

るのに対し、②により、受信者の利益については、４市について人・物

等の交流状況が認められ、かつ、視聴習慣・視聴実態もアナログ放送の

再送信等により広範に存在するものである。したがって、放送の地域性

に係る意図の侵害の程度と、その放送の再送信に係る受信者の利益の程
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度を比較衡量した総合的な判断として、ＫＢＣの放送の地域性に係る意

図の侵害の程度が受忍限度を越えているとは言えず、放送の地域性に係

る意図の侵害は、再送信に同意をしない正当な理由とは認められない。 

 

（４）同一系列の山口朝日放送の番組との同一性を理由に再送信に係る同意を

しないことについて 

   ＫＢＣの主張は、２（２）③のとおりである。しかしながら、この主張

には、放送事業者の番組編集上の意図が害され、又は歪曲されることをう

かがわしめる具体的事実が指摘されているものとは言えず、再送信に同意

をしない正当な理由があるとは認められない。 

 

 

４ 結論 

以上のとおり、ＫＢＣが、申請者に対し、そのデジタルテレビジョン放送の

再送信に同意をしない正当な理由があるとは認められないため、主文のとおり

裁定する。 

 

 

５ その他 

有線テレビジョン放送事業者は区域外再送信に当たり、再送信する放送が業

務区域の地域情報を提供するものでないことから、受信者において混乱が生じ

ないよう、チャンネルの配置等について配慮をすべきである。 

 

 

 

平成２３年６月２１日 

  

総務大臣 片山 善博    
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1 

 

 

 

裁   定 

 

関係当事者 

 申 請 人 

山口県山口市中園町７番４０号 

山口ケーブルビジョン株式会社 

代表取締役 齋藤 宗房 

 

申請に係る放送事業者 

  福岡県福岡市博多区住吉２丁目３番１号 

株式会社ＴＶＱ九州放送      

代表取締役 河西 敬一 

 

 

 平成２３年３月３０日付けで、有線テレビジョン放送法（昭和４７年法律第

１１４号）第１３条第３項の規定に基づき、山口ケーブルビジョン株式会社か

ら株式会社ＴＶＱ九州放送を申請に係る放送事業者として裁定の申請があった

件につき、次のとおり裁定する。 
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主   文 

 

株式会社ＴＶＱ九州放送は、以下に定めるところにより、同社のテレビジョ

ン放送を山口ケーブルビジョン株式会社が再送信することに同意しなければな

らない。 

 

１ 再送信しようとするテレビジョン放送 

北九州デジタルテレビジョン放送局の放送 

 

２ 再送信の業務を行おうとする区域 

  山口県山口市、防府市、宇部市及び美祢市の各一部（別紙のとおり） 

 

３ 再送信の実施の方法 

  上記１のテレビジョン放送の全ての放送番組に変更を加えないで同時に再

送信するとともに、再送信に利用するチャンネルは一定のチャンネルとし、

空き時間であっても他の用途に利用しないこと。 

なお、上記１のテレビジョン放送の再送信は区域外再送信となるため、山

口ケーブルビジョン株式会社は、受信者が視聴する際に混乱が生じないよう

再送信に利用するチャンネルの配置等について配慮をすること。 
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理 由 

 

１ 申請の概要 

 申請者は、平成５年４月８日付けで郵政大臣から有線テレビジョン放送施設

の設置許可を得て、山口県山口市、防府市、宇部市及び美祢市の各一部におい

て有線テレビジョン放送を行っている者であるが、福岡県福岡市所在の放送事

業者である株式会社福岡放送（以下「ＦＢＳ」という。）、ＲＫＢ毎日放送株式

会社（以下「ＲＫＢ」という。）、九州朝日放送株式会社（以下「ＫＢＣ」とい

う。）及び株式会社ＴＶＱ九州放送（以下「ＴＶＱ」という。）のデジタルテレ

ビジョン放送の再送信を希望し協議を求めたが、協議が調わなかったとして、

平成 23 年３月 30 日付けで本件申請を行った。 

ＴＶＱに関する申請の概要は、下述のとおりである。 

 

（１）申請に係る再送信の概要 

ア 再送信しようとするテレビジョン放送 

主文の１のとおり 

イ 再送信の業務を行おうとする区域 

    主文の２のとおり 

ウ 再送信の実施の方法 

    同時再送信による放送 

エ 申請者が希望する再送信の開始日 

    裁定あり次第速やかに 

 

（２）協議の経過 

   申請者は、平成21年６月から１年半以上の期間（デジタルテレビジョン

放送の再送信に関しては平成22年10月以降）、ＴＶＱの放送対象地域の外に

おいて行われる再送信に係る協議を継続してきた。また、並行して山口県

内の地元放送事業者とも協議を行った。 

しかしながら、ＴＶＱは、 

・地元放送事業者はアナログ放送では再送信に寛容であったが、デジタル

放送をきっかけに厳しくなった。 

・民放４波の地区については５波目は抑制的な方向とする方針であり、テ

レビ東京からの番組販売の収益にも影響する。地元放送事業者の了承が

あれば同意は出せる。 

・市町村合併による再送信地区の拡大は認められない 

・山口県は放送対象地域ではないため同意できない。下関以外は福岡県と
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の地域一体性は薄く、スピルオーバーがない地域である。 

・大臣裁定は極力避けたいが、場合によってはやむを得ない。 

等とした。これに対し申請者は、 

・アナログ放送とデジタル放送との間で同意に係る扱いが異なるのはなぜ

か。合併したわけでもない宇部市でも認めてもらえないのはなぜか。 

  ・山口県は福岡県と非常に近い距離感覚を持っており、地域の一体性が高

い。 

  ・山口県市長会、山口県議会等から区域外再送信に係る要望が出されてい 

る。 

  ・長年の視聴習慣を踏まえ大臣裁定を視野に入れて区域外再送信の問題を

速やかに解決するよう宇部市、美祢市、山口市及び防府市の各市長から

要請を受けている。 

  ・ＴＶＱの放送対象地域と申請者の業務区域の間に地域関連性がある。 

等として、当事者間での協議は膠着状態で進展がなく、協議終了を確認した  

ため、平成23年３月に本件申請を行ったものである。 

 

 

２ 申請に係る放送事業者の意見の概要 

ＴＶＱが、平成 23 年５月２日付けで有線テレビジョン放送法（以下「法」と

いう。）第 13 条第４項に基づき提出した意見書の概要は、下述のとおりである。 

 

（１）協議の経過 

ＴＶＱと申請者は平成 22 年 10 月 20 日から同年 12 月９日まで実質的に

計４回の協議を行っており、４回目の協議である同年 12 月９日に、ＴＶＱ

から申請者に対し、地域的一体性が薄いこと、スピルオーバーがないこと、

山口県の放送事業者にテレビ東京が番組販売していることから再送信に同

意できないと説明。 

 

（２）法第 13 条第２項本文の同意をしない理由 

①放送の地域性に係る意図の侵害 

ア 放送の地域性に係る意図の侵害 

・ＴＶＱは、福岡県域を放送対象地域としており、福岡県民による視

聴を想定したローカル番組の編成・制作を行っている。ＣＭについ

ても福岡県内が到達エリアであるということが広告主との了解事項
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となっている。 

・地域的間の関連性が薄く、スピルオーバーもない放送対象地域外の

有線テレビジョン放送事業者による再送信については、地域情報に

関する放送責任を果たし得ないことから、地元放送事業者の了承が

ない限り再送信の同意をしていない。例えば、気象情報、災害情報

やその他の地域ニュースの提供については、山口県などの隣接県の

視聴者を対象としておらず、山口県の視聴者にとって関心の高い出

来事があっても、地域情報については福岡県の視聴者の情報ニーズ

を優先するのが放送事業者の責務である。 

・また、このようにして編成された地域情報番組を有線テレビジョン

放送事業者がそのまま同時再送信によって放送対象地域外の視聴者

に提供すれば、視聴者にとっては、知りたいことが報道されないチ

ャンネルということになりかねない。一例を挙げれば、山口県知事

選挙や山口県市長選挙等はＴＶＱのニュース番組においては報道し

ていない。 

・したがって、放送対象地域外で再送信がなされることは、ＴＶＱの

放送目的から大きく外れ、ＴＶＱの放送の地域性に係る意図が侵害

されることになる。 

   イ 地域間の関連性に係る受信者の利益 

・通勤・通学等人の交流状況について、申請者から提示された「区域

外再送信についての関連調査資料」にも全く触れられていないため、

通勤・通学等の移動がないと判断せざるを得ない。 

・経済的取引状況について、平成 17 年国土交通省ＯＤ調査によると、

山口市から福岡市への一日当たりの交通流動（乗用車・小型貨物・

普通貨物）は僅か 1,208 台であり、密接な経済的取引があるとは判

断できない。また、平成 19 年度山口県買物動向調査によると、申請

者の業務区域の世帯のうち福岡県で買物をした額の割合を示す県外

流出率（世帯率）は山口市では僅か約 0.4％に過ぎず、経済的取引状

況は薄い。 

・申請者の提示したスピルオーバー調査概要によると、山口市内６地

点の調査地点中４地点においてＴＶＱのデジタル放送が良好に受信
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できたとしているが、これら調査地点は条件が良いところであり、

山口市全体としては大半の地区でＴＶＱの放送を直接受信すること

はできない。 

・さらに、ＴＶＱが同意を求める地域には平成 22 年１月 16 日に山口

市に合併した旧阿東町も含まれているが、同地域は山口市中心部か

ら 38 キロ離れており、これまで福岡波の視聴習慣は全くなかった地

域である。 

・申請者が再送信の業務を行おうとする区域のうち山口市と福岡市の

間は約 160 キロの距離があり、高速道路を利用しても移動には３時

間を要する。山口県に最も近い北九州市からでも山口市まで 100 キ

ロ以上あり、「有線テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放

送等の再送信の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」

の解釈に関するガイドライン」（以下「再送信ガイドライン」という。）

（平成 20 年４月策定）に定める「一般的な国民の視点から見て、放

送対象地域から一見明白に遠方にあると認められる地域」であるこ

とは明白である。 

 

②地元放送事業者の同意 

ＴＶＱを始めとするテレビ東京系列の放送事業者は、同系列の地元放

送事業者がない山口県内の希望する放送事業者に対して番組を販売して

おり、当該収入が貴重な収入源の一つとなっている。地元放送事業者の

了承が得られないまま山口県内において再送信同意を行う場合、テレビ

東京系列の番組販売収入が減少することが予想されるため、地元放送事

業者の同意なく再送信に同意をすることは極めて困難である。 

 

 

３ 判断 

申請者の大臣裁定申請に係る処分を決定する上で検討すべき以下の２点に

ついて、下述（１）及び（２）のとおり判断を行った。 

・放送の地域性に係る意図の侵害については、再送信に同意をしない正当な理

由に該当するか。 

・地元放送事業者の同意については、再送信に同意をしない正当な理由に該当
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するか。 

 

（１）放送の地域性に係る意図の侵害を理由に再送信に同意をしないとしてい

ることについて 

ＴＶＱの主張は２（２）①のとおりである。 

ＴＶＱの放送の地域性に係る意図の侵害の程度及び受信者の利益（受信

者が自らの生活等に必要な地域情報を取得できること）の程度について、

地域間における人・物等の交流状況を基本としつつ、その他地域間の関連

性を示す要素も併せて考慮し、当該再送信による放送の地域性に係る意図

の侵害が正当な理由に該当するかどうかを以下のとおり判断する。 

 

① 放送の地域性に係る意図の侵害の程度について 

放送の地域性に係る意図の侵害の程度については、地上放送は放送普及

基本計画において、放送対象地域における地域住民の要望に応える放送が

求められていることを前提とし、ＴＶＱの放送が申請者の業務区域におい

て再送信された場合に起こり得る侵害について評価を行った。 

    ＴＶＱは、２（２）①アに加え、意見書及び平成 23 年５月 30 日付け

の追加資料（ＦＢＳ、ＲＫＢ及びＫＢＣから援用したものを含む）にお

いて、再送信による放送の地域性に係る意図の侵害の具体例として、 

・山口県の県内のニュース、災害情報が放送されないことにより、放送

対象地域外の視聴者の放送への期待感とのずれが生じ、結果として、

チャンネルイメージが侵害される。 

・山口県の地域特性や歴史、県民性などを斟酌しない番組内容になる可

能性があり、放送対象地域外の視聴者の放送への期待感との間にずれ

が生じ、結果として、チャンネルイメージが侵害される。 

・放送による被害が発生した場合、放送対象地域を越えて責任が発生す

るため、賠償リスクが高まる。 

・山口県内におけるドメスティックバイオレンスの被害者、事件の告発

者などが、福岡県内における放送については了解するものの、山口県

内においては放送の見合わせを求めてくる場合があり、再送信により、

取材対象者のプライバシーが侵害され、ＴＶＱは番組編集上の意図を

侵害されるばかりでなく、放送責任を問われる。 

等とし、番組編集上の意図に含まれる放送の地域性に係る意図の侵害が

想定されるとしている。 

放送の地域性に係る意図は、広く国民に向かって表現（放送）されて

いる放送番組を自らの放送対象地域以外では見られたくないという消極
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的な意図にとどまるものであり、番組編集上の意図の中核を占める放送

番組の同一性やチャンネルイメージに比べて保護すべき必要性は相対的

に低いため、受信者の利益の内容・程度との比較衡量により、その確保

の必要性を判断する。なお、その侵害は消極的な意図の侵害であるため、

性質上必ずしも説明を求められるものではない。 

ＴＶＱの放送の地域性に係る意図の侵害に係る上述の主張については、

区域外再送信が行われる全ての事業者について生じうるものであり、Ｔ

ＶＱの番組編集上の意図が害され、又は歪曲されることを示す特別な事

情があるとまでは言えないが、放送の地域性に係る意図の侵害を一定程

度認めることはできるものである。したがって、当該放送の地域性に係

る意図の侵害が再送信に係る受信者の利益（下述②）の程度との比較衡

量上受忍限度を越えるか否かにより、当該侵害が再送信に同意をしない

正当な理由に当たるか否かを判断する。 

 

② 受信者の利益（受信者が自らの生活等に必要な地域情報を取得できる

こと）の程度について 

    地域間の関連性に係る受信者の利益については、申請者の業務区域と

ＴＶＱの放送対象地域とは隣接する市町村ではないが、一見明白に遠方

にあるとは認められないことから、ＴＶＱ及び申請者からそれぞれ提出

された人・物等の交流状況やその他地域間の関連性を示す要素に基づき

評価を行った。 

申請者の業務区域とＴＶＱの放送対象地域の間との人の交流状況につ

いては、平成 17 年国勢調査によれば（※）、山口市、防府市、宇部市及

び美祢市から福岡県への通勤・通学者数はそれぞれ 235 人、78 人、319

人及び 40 人であり、当地に常住する全通勤・通学者数に占めるこれらの

割合はそれぞれ約 0.2％、約 0.1％、約 0.3％及び約 0.2％である。また、

福岡県から山口市、防府市、宇部市、美祢市への通勤・通学者数は、そ

れぞれ 315 人、91 人、295 人及び 26 人であり、当地での通勤・通学者数

に占めるこれらの割合はそれぞれ約 0.3％、約 0.1％、約 0.3％及び約

0.2％である。 

※合併後の現在の市町村の区域について算出したもの。 

評価の参考とするため、二県で一つの放送対象地域となっている岡山

県と香川県との間の交流状況について同じ割合（相手県への通勤・通学

者数が自県に常住する全通勤・通学者数に占める割合）を算出すると、

岡山県から香川県への通勤・通学者数については約 0.2％、香川県から岡

山県については約 0.3％となり、申請者が業務区域とする各市と福岡県と
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の間の通勤・通学の状況と同程度であることから、受信者が自らの生活

等に必要な地域情報を取得する必要性と関係が深い人の交流が申請者の

業務区域とＴＶＱの放送対象地域との間で一定程度行われていると認め

られる。 

両地域間の経済的取引状況に関しては、買回品についてのデータをみ

ると、山口市内３大学の学生の買回品（衣料、家電、貴金属、化粧品等）

の買物先の約 23.5％が福岡県であり（平成 20 年３大学学生アンケート調

査（山口商工会議所、まち大学委員会））、防府市民が休日にショッピン

グ（高級衣料品、家具等）を行う地域は、市内約 48.5％、山口方面約 19.4％

に次いで、北九州市・福岡市方面が約 8.4％である（平成 21 年市民アン

ケート調査）など、消費活動について、両地域間においては一定程度の

交流がうかがえる。 

スピルオーバーについても、各市において一定の面的広がりをもって

存在することが当事者から提出されたデータ（※）やスピルオーバーの

机上計算結果（総務省調べ）からうかがわれる。また、山口市（旧阿東

町を除く）、宇部市の一部、防府市、美祢市（旧美東町に限る）において

はＴＶＱのアナログ放送の再送信が行われており、アナログ放送とデジ

タル放送を区別する必要性がないことから、少なくとも、これらの地域

においては視聴実態、視聴習慣を認めることができる。 

※ 申請者の実地調査によれば、山口市の 24 地点中 13 地点、防府市の

28 地点中 26 地点、宇部市の 44 地点中 41 地点及び美祢市の 16 地点中８

地点で良好な受信が可能であり、意見聴取において、放送事業者は、（申

請者の業務区域の）20％弱のエリアで受信が可能であるとしている。 

なお、申請者の業務区域において市町村合併により山口市や美祢市の

区域が拡大しているが、合併した市町村については基礎的自治体として

一体感の醸成を目指した行政が行われている中、同一市町村内において

受信者の利益は、原則として一体的に捉えることが適当である。 

以上から、申請者の業務区域とＴＶＱの放送対象地域の間の関連性に

ついては、人の交流、経済的取引状況、スピルオーバー等の関連性を示

す指標により、受信者が再送信によって自らの生活等に必要な地域情報

を取得する必要性という点で、受信者の利益を認めることができる。 

 

③ 放送の地域性に係る意図の侵害と受信者の利益の程度との比較衡量 

①により、放送番組を自らの放送対象地域以外では見られたくないと

いう消極的な意図である放送の地域性に係る意図の侵害は、区域外再送

信が行われる場合に一般的に生じる程度認められるにとどまるものであ
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るのに対し、②により、受信者の利益については、４市について人・物

等の交流状況が認められ、かつ、視聴習慣・視聴実態もアナログ放送の

再送信等により広範に存在するものである。したがって、放送の地域性

に係る意図の侵害の程度と、その放送の再送信に係る受信者の利益の程

度を比較衡量した総合的な判断として、ＴＶＱの放送の地域性に係る意

図の侵害の程度が受忍限度を越えているとは言えず、放送の地域性に係

る意図の侵害は、再送信に同意をしない正当な理由とは認められない。 

 

（２）地元放送事業者の同意を理由に、再送信に係る同意をしないこと 

ＴＶＱの主張は、２（２）②のとおりである。しかしながら、この主張

には、放送事業者の番組編集上の意図が害され、又は歪曲されることをう

かがわしめる具体的事実が指摘されているものとは言えず、再送信に同意

をしない正当な理由とは認められない。 

 

 

４ 結論 

以上のとおり、ＴＶＱが、申請者に対し、そのデジタルテレビジョン放送の

再送信に同意をしない正当な理由があるとは認められないため、主文のとおり

裁定する。 

 

 

５ その他 

有線テレビジョン放送事業者は区域外再送信に当たり、再送信する放送が業

務区域の地域情報を提供するものでないことから、受信者において混乱が生じ

ないよう、チャンネルの配置等について配慮をすべきである。 

 

 

 

平成２３年６月２１日 

  

総務大臣 片山 善博    
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    平成２３年６月２１日  

 

 

美祢市 

  市長 村田 弘司 殿 

 

 

 

総務大臣  片山 善博    

 

 

 

総務大臣裁定の申請に係る拒否処分について（通知） 

 

平成 23 年３月 30 日付けで申請のあった総務大臣の裁定に係る申請について、下記の理

由により拒否処分とする。 

 

記 

 

有線テレビジョン放送法（昭和 47 年法律第 114 号）第 13 条第３項の「協議が調わず、

又はその協議をすることができないとき」に該当しないため。（※ 具体的には別紙に記載） 
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株式会社福岡放送に係る拒否処分の理由 

 

１ 申請の概要 

 申請者は、平成６年８月 18 日付けで郵政大臣から有線テレビジョン放送施設

の設置許可を得て、山口県美祢市の一部において有線テレビジョン放送を行っ

ている者であるが、福岡県福岡市所在の放送事業者である株式会社福岡放送（以

下「ＦＢＳ」という。）、ＲＫＢ毎日放送株式会社（以下「ＲＫＢ」という。）、

九州朝日放送株式会社（以下「ＫＢＣ」という。）及び株式会社ＴＶＱ九州放送

（以下「ＴＶＱ」という。）のデジタルテレビジョン放送の再送信を希望し協議

を求めたが、協議が調わなかったとして、平成 23 年３月 30 日付けで本件申請

を行った。 

ＦＢＳに関する申請の概要は、下述のとおりである。 

 

（１）申請に係る再送信の概要 

ア 再送信しようとするテレビジョン放送 

北九州デジタルテレビジョン放送局の放送 

イ 再送信の業務を行おうとする区域 

    山口県美祢市の大嶺町、伊佐町、豊田前町、於福町、東厚保町、西厚

保町の全域 

ウ 再送信の実施の方法 

    同時再送信による放送 

エ 申請者が希望する再送信の開始日 

    裁定あり次第速やかに 

 

（２）協議の経過 

   申請者は、平成23年２月から３月までの期間、ＦＢＳの放送対象地域の

外において行われる再送信に係る協議を行った。 

しかしながら、ＦＢＳは、 

・地元放送事業者の同意がなければ同意はできない。 

・申請者の業務区域においてはＦＢＳのアナログ放送の視聴習慣がない。 

・福岡県と山口県とでは経済圏、文化圏が異なる。隣接の下関以外での

再送信は遠慮してほしい。 

・県域免許であり、山口県への災害等の緊急情報などに責任が取れない

（山口県の緊急情報を必ずしも放送できない。）。 

・総合放送４系統の放送を全国各地域で普及させるとの放送普及基本計

画の指針を山口県は実質的に満たしている。 

別 紙 
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等とした。これに対して、申請者は、 

・旧美祢市、旧秋芳町では視聴習慣がないが、旧美東町では山口ケーブ

ルビジョン株式会社（以下「山口ケーブル」という。）による視聴習慣

があり、同一市内での平等性が必要であるため申請者についても同意

をいただきたい。 

・申請者の業務区域とＦＢＳの放送対象地域との間には経済的、文化的

なつながりがある。 

・山口県市長会、山口県議会等から区域外再送信に係る要望が出されて

いる。 

  等とし、当事者間での協議は平行線のままであるとして、平成23年３月に  

本件申請を行ったものである。 

 

 

２ 申請に係る放送事業者の意見の概要 

ＦＢＳが、平成 23 年４月 28 日付けで有線テレビジョン放送法（以下「法」

という。）第 13 条第４項に基づき提出した意見書の概要は、下述のとおりであ

る。 

 

（１）協議の経過 

申請者とＦＢＳとの間の協議は、平成 23 年２月から３月のまで間に以下

のとおり計２回しか行っておらず、また、ＦＢＳは、申請者にアナログ放

送について再送信に同意していない現状から、申請者とは裁定申請に至っ

た経緯について十分な協議が尽くされたとは考えていない。 

平成 23 年２月９日、申請者がデジタル放送の再送信について同意を要請

した。平成 23 年３月４日、ＦＢＳはアナログ放送の再送信に同意しておら

ず、視聴習慣もなく、同意はできない旨説明し、申請者に対し協議継続を

主張した。 

 

（２）法第 13 条第２項本文の同意をしない理由 

① 放送の地域性に係る意図の侵害 

ア 放送の地域性に係る意図の侵害 

再送信により福岡県の情報が氾濫すればするほど、再送信先である

山口県の購買力は流出し、山口県の文化や歴史、行政に対する関心の
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低下を招く。こうした結果、疲弊するのは山口県勢であり、ひいては

山口県民である。多発する災害時には、市町村単位の細やかな警戒情

報や被害状況、ライフラインに関する安心安全情報の提供は地元放送

事業者にしかできないが、区域外再送信による放送の視聴により安全

安心情報が山口県民に届かないおそれがある。 

イ 地域間の関連性に係る受信者の利益 

・平成 17 年国勢調査によると、申請者が業務区域とする美祢市（旧美

祢市)と福岡県の間の通勤・通学者については、旧美祢市を常住地と

する通勤・通学者総数のうち福岡県への通勤・通学者数の割合及び

旧美祢市への通勤・通学者総数のうち福岡県からの通勤・通学者数

の割合がいずれも全体の約 0.5％にも達していないことから、常態的

人的交流は認められない。 

・平成 19 年度山口県買物動向調査によると、申請者の業務区域にある

世帯のうち福岡県で買物をした額の割合を示す県外流出率（世帯率）

は、わずか約 0.4%であり、消費活動の流出割合からは、福岡県との

生活実態上の関係性は認められない。 

・ＦＢＳの北九州デジタルテレビジョン放送局には、山口県側には電

波が極力飛び出さないように抑制して送信しており、放送区域は下

関の一部までとなっている。申請者の業務区域はＦＢＳの放送区域

から外れており、周防灘沿岸に近い地域ではブースター等の使用に

より直接受信が可能であるが、申請者の業務区域において直接受信

はできないと推測される。 

・両地域を巡る歴史的経緯として、美祢市の産業の歴史の中で、石炭

業、石灰業ともに福岡県とのかかわりは深いことが「美祢市史」に

書かれているが、石炭産業の衰退後は、福岡県と美祢市との間に地

域間の関連性はほとんどどない。 

    ・ＦＢＳは、申請者に対して、アナログ放送の再送信に同意しておら

ず、美祢市（旧美祢市）においてＦＢＳ視聴習慣も視聴実態もない。 
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３ 判断 

法第 13 条第３項においては、有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者等

に対し、再送信を求める同意につき協議を求めたが、その協議が調わず、又は

その協議をすることができないときは、総務大臣の裁定を申請することができ

ることが定められている。 

 ＦＢＳの再送信同意を求める申請者の大臣裁定の申請に関して、申請者とＦ

ＢＳとの間で行われてきた再送信の同意を求める協議について、法第 13 条第３

項に照らして「協議が調わなかったとき」との要件に該当するかどうかを以下

のとおり判断する。 

 

（１）まず、申請者とＦＢＳとの間における協議の状況はおおむね以下のとお

りであると認められる。 

① 平成 22 年 10 月 13 日に、申請者は他市とともにＦＢＳを訪問し、デジ

タル放送の再送信の同意を申し込み、要望を行った。 

② 平成 23 年２月９日に、申請者はＦＢＳによるデジタル放送の再送信の

同意について協議を行い、今後の協議継続を依頼した。 

③ 同年３月４日に、申請者はＦＢＳによるデジタル放送の再送信の同意

について協議を行った。この際、ＦＢＳはアナログ放送の再送信に同意

しておらず、視聴習慣もないため同意はできない旨説明し、申請者は大

臣裁定を申請するしか方法がない旨を回答した。 

 

（２）（１）の事実からは、実質的な協議は大臣裁定を申請する直前の２回のみ

であり、協議の期間も１カ月に満たず、また、２回目の協議において早く

も大臣裁定の申請の意向を述べていることからも、申請者とＦＢＳの間に

おいては協議が十分に行われておらず、協議を続ける余地があると解さざ

るを得ない。 

 

（３）また、平成 23 年５月 18 日の情報通信行政・郵政行政審議会有線放送部

会（以下「有線放送部会」という。）における協議状況の確認に対して、申

請者はアナログ放送の停波まで期間がなく、県議会の決議等を踏まえて検

討した後に協議を開始したため、限られた協議回数になったとの回答を行

ったが、平成 22 年 10 月に行われた県議会の議決等の後、速やかにＦＢＳ

と協議を重ねることも可能であったものと解される。 

 

（４）さらに、有線放送部会からの求めにより平成 23 年５月 31 日付けで申請

要件の充当性に係る申請者からの追加資料が提出されたが、そこで述べら
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れている主張については、 

① 申請者は区域外再送信に行政が介入することは適当ではないとの山

口県内の放送事業者の見解を尊重して、山口ケーブルによるＦＢＳと

のやりとりを見守っていたとしているが、地方自治体としての立場と

有線テレビジョン放送事業者としての立場は異なるものであり、有線

テレビジョン放送事業者として協議を尽くすよう努める余地があった

ものと解される。 

② 申請者は平成 22 年 10 月の再送信同意申込書提出の際にＦＢＳ側か

ら地元放送事業者の同意の必要性等の見解が示されたことが実質的に

協議に当たるとしているが、申請者は長門市及び周南市とともにＦＢ

Ｓを訪問した際に、山口県市長会の要望書及び山口県議会の決議の提

出と合わせて再送信の同意の申込みを行ったものであり、これに対し

ＦＢＳは地元放送事業者の同意に関して説明したのみであって、これ

をもって当事者間において実質的な協議がなされたとは言い難い。 

③ 申請者は２回の協議において相互の主張に接点がなく平行線であっ

たとしているが、ＦＢＳは協議中との認識である中で、２回のみの協

議において歩み寄りがみられなかったことをもって、歩み寄る余地が

ないものとは認められない。 

以上により、当事者間の協議の経緯には、回数が少ない短期間の協議の

中でも協議が調わず、又はその協議をすることができないときに該当する

に至ったとみるべき特段の理由はみられないものである。 

 

（５）申請者からは協議が不調であるものとして大臣裁定の申請があったが、

上述（１）ないし（４）を踏まえると、申請者とＦＢＳ間の現在の状況は、

協議が調わなかったときに該当しないと判断されるものである。 

 

（６）以上により、総務大臣の裁定に係る申請については、法第 13 条第３項の

大臣裁定の申請要件に該当しないため、２（２）における法第 13 条第２項

本文の同意をしない理由についての判断は行わないものとする。 

 

 

４ 結論 

以上のとおり、平成 23 年３月 30 日付けで申請のあった総務大臣の裁定に係

る申請については、法第 13 条第３項の「協議が調わず、又はその協議をするこ

とができないとき」に該当しないため、拒否処分とする。 
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ＲＫＢ毎日放送株式会社に係る拒否処分の理由 

 

１ 申請の概要 

 申請者は、平成６年８月 18 日付けで郵政大臣から有線テレビジョン放送施設

の設置許可を得て、山口県美祢市の一部において有線テレビジョン放送を行っ

ている者であるが、福岡県福岡市所在の放送事業者である株式会社福岡放送（以

下「ＦＢＳ」という。）、ＲＫＢ毎日放送株式会社（以下「ＲＫＢ」という。）、

九州朝日放送株式会社（以下「ＫＢＣ」という。）及び株式会社ＴＶＱ九州放送

（以下「ＴＶＱ」という。）のデジタルテレビジョン放送の再送信を希望し協議

を求めたが、協議が調わなかったとして、平成 23 年３月 30 日付けで本件申請

を行った。 

ＲＫＢに関する申請の概要は、下述のとおりである。 

 

（１）申請に係る再送信の概要 

ア 再送信しようとするテレビジョン放送 

北九州デジタルテレビジョン放送局の放送 

イ 再送信の業務を行おうとする区域 

  山口県美祢市の大嶺町、伊佐町、豊田前町、於福町、東厚保町、西厚

保町の全域 

ウ 再送信の実施の方法 

    同時再送信による放送 

エ 申請者が希望する再送信の開始日 

    裁定あり次第速やかに 

 

（２）協議の経過 

   申請者は、平成23年２月から３月までの期間、ＲＫＢの放送対象地域の

外において行われる再送信に係る協議を行った。 

   しかしながら、ＲＫＢは、地元放送事業者の同意がないことなどから、

激変緩和措置として期限を限定した同意を提案した。 

   これに対して、申請者は、激変緩和措置は問題の先送りであって受け入

れられないとし、当時者間での協議は進展がなく、協議が調わないとして、

平成23年３月に本件申請を行ったものである。 

 

 

２ 申請に係る放送事業者の意見の概要 

ＲＫＢが、平成 23 年４月 26 日付けで有線テレビジョン放送法（以下「法」

別 紙 
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という。）第 13 条第４項に基づき提出した意見書の概要は、下述のとおりであ

る。 

 

（１）協議の経過 

申請者からデジタルでの再送信を求める旨の意思表示があったのは、平

成 22 年２月であったが、申請者と単独では平成 23 年２月 18 日から詳細な

協議を開始した。同年３月１日にＲＫＢから具体的な妥協案を示し、状況

の打開に向けて動き始めていたところであり、協議は不調に終わったので

はなく合意形成に向けて継続中であったと認識している。 

大臣裁定申請が出された現在でも、引き続き協議成立に向けて努力した

いと考えている。 

 

（２）法第 13 条第２項本文の同意をしない理由 

協議の回数がごく限られていたが、アナログ放送の終了が迫っているこ

ともあり、最終的に地元放送事業者の同意は絶対条件ではないと考え、以

下の妥協案を提案した。 

・過去合法的にアナログ放送の再送信に同意した隣接地域のエリアについ

ては受信者保護の観点から激変緩和措置により平成27年３月末まではデ

ジタル放送の再送信に同意する。その後については、その時点での状況

を勘案して協議する。 

・地元放送事業者による同意は必ずしも必要ではない。 

上述提案に対して、申請者は問題の先送りであるとして激変緩和期間終

了後も含めた完全同意を求めて譲らず、大臣裁定申請に至ったものである。 

 

 

３ 判断 

法第 13 条第３項においては、有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者等

に対し、再送信を求める同意につき協議を求めたが、その協議が調わず、又は

その協議をすることができないときは、総務大臣の裁定を申請することができ

ることが定められている。 

ＲＫＢの再送信同意を求める申請者の大臣裁定の申請に関して、申請者とＲ

ＫＢとの間で行われてきた再送信の同意を求める協議について、法第 13 条第３
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項に照らして「協議が調わなかったとき」との要件に該当するかどうかを以下

のとおり判断する。 

 

（１）まず、申請者とＲＫＢとの間における協議の状況はおおむね以下のとお

りであると認められる。 

① 平成 22 年 10 月 29 日に、申請者は他市とともにＲＫＢを訪問し、デジ

タル放送の再送信の同意を申し込み、要望を行った。 

② 平成 23 年２月 18 日に、申請者はＲＫＢによるデジタル放送の再送信

の同意について協議を行い、今後の協議継続を依頼した。 

③ 同年３月１日に、申請者はＲＫＢによるデジタル放送の再送信の同意

について協議を行った。この際、ＲＫＢは歩み寄りのため激変緩和措置

による解決を目指し期限を区切っての同意を提案したが、申請者は問題

の先送りであって受け入れられず、同意が得られなければ大臣裁定を申

請するしか方法がない旨を回答した。 

 

（２）（１）の事実からは、実質的な協議は大臣裁定を申請する直前の２回のみ

であり、協議の期間も２週間に満たず、また、２回目の協議において早く

も大臣裁定の申請の意向を述べていることからも、申請者とＲＫＢの間に

おいては協議が十分に行われておらず、協議を続ける余地があると解さざ

るを得ない。 

 

（３）また、平成 23 年５月 18 日の情報通信行政・郵政行政審議会有線放送部

会（以下「有線放送部会」という。）における協議状況の確認に対して、申

請者はアナログ放送の停波まで期間がなく、県議会の決議等を踏まえて検

討した後に協議を開始したため、限られた協議回数になったとの回答を行

ったが、平成 22 年 10 月に行われた県議会の議決等の後、速やかにＲＫＢ

と協議を重ねることも可能であったものと解される。 

 

（４）さらに、有線放送部会からの求めにより平成 23 年５月 31 日付けで申請

要件の充当性に係る申請者からの追加資料が提出されたが、そこで述べら

れている主張については、 

① 申請者は区域外再送信に行政が介入することは適当ではないとの山

口県内の放送事業者の見解を尊重して、山口ケーブルビジョン株式会

社（以下「山口ケーブル」という。）によるＲＫＢとのやりとりを見守

っていたとしているが、地方自治体としての立場と有線テレビジョン

放送事業者としての立場は異なるものであり、有線テレビジョン放送
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事業者として協議を尽くすよう努める余地があったものと解される。 

② 申請者は平成 22 年 10 月の再送信同意申込書提出の際にＲＫＢ側か

ら地元放送事業者の同意の必要性等の見解が示されたことが実質的に

協議に当たるとしているが、申請者は長門市及び周南市とともにＲＫ

Ｂを訪問した際に、山口県市長会の要望書及び山口県議会の決議の提

出と合わせて再送信の同意の申込みを行ったものであり、これに対し

ＲＫＢは地元放送事業者の同意に関して説明したのみであって、これ

をもって当事者間において実質的な協議がなされたとは言い難い。 

③ 申請者は２回の協議において相互の主張に接点がなく平行線であっ

たとしているが、ＲＫＢは協議中との認識である中で、２回のみの協

議において歩み寄りがみられなかったことをもって、歩み寄る余地が

ないものとは認められない。  

以上により、当事者間の協議の経緯には、回数が少ない短期間の協議の

中でも協議が調わず、又はその協議をすることができないときに該当する

に至ったとみるべき特段の理由はみられないものである。 

 

（５）申請者からは協議が不調であるものとして大臣裁定の申請があったが、

上述（１）ないし（４）を踏まえると、申請者とＲＫＢ間の現在の状況は、

協議が調わなかったときに該当しないと判断されるものである。 

 

（６）以上により、総務大臣の裁定に係る申請については、法第 13 条第３項の

大臣裁定の申請要件に該当しないため、２（２）における法第 13 条第２項

本文の同意をしない理由についての判断は行わないものとする。 

 

 

４ 結論 

以上のとおり、平成 23 年３月 30 日付けで申請のあった総務大臣の裁定に係

る申請については、法第 13 条第３項の「協議が調わず、又はその協議をするこ

とができないとき」に該当しないため、拒否処分とする。 
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九州朝日放送株式会社に係る拒否処分の理由 

 

１ 申請の概要 

 申請者は、平成６年８月 18 日付けで郵政大臣から有線テレビジョン放送施設

の設置許可を得て、山口県美祢市の一部において有線テレビジョン放送を行っ

ている者であるが、福岡県福岡市所在の放送事業者である株式会社福岡放送（以

下「ＦＢＳ」という。）、ＲＫＢ毎日放送株式会社（以下「ＲＫＢ」という。）、

九州朝日放送株式会社（以下「ＫＢＣ」という。）及び株式会社ＴＶＱ九州放送

（以下「ＴＶＱ」という。）のデジタルテレビジョン放送の再送信を希望し協議

を求めたが、協議が調わなかったとして、平成 23 年３月 30 日付けで本件申請

を行った。 

ＫＢＣに関する申請の概要は、下述のとおりである。 

 

（１）申請に係る再送信の概要 

ア 再送信しようとするテレビジョン放送 

北九州デジタルテレビジョン放送局の放送 

イ 再送信の業務を行おうとする区域 

    山口県美祢市の大嶺町、伊佐町、豊田前町、於福町、東厚保町、西厚

保町の全域 

ウ 再送信の実施の方法 

    同時再送信による放送 

エ 申請者が希望する再送信の開始日 

    裁定あり次第速やかに 

 

（２）協議の経過 

   申請者は、平成23年２月から３月までの期間、ＫＢＣの放送対象地域の

外において行われる再送信に係る協議を行った。また、並行して、福岡県

内の放送事業者とも協議を行った。 

しかしながら、ＫＢＣは、 

・地元放送事業者の経営に与える影響などを考慮すると、地元放送事業

者の意向は無視できない。  

・申請者は県域免許により放送を行っており、放送対象地域を大事にす

る立場であるため再送信に同意できない。 

・山口県内の同系列の放送事業者（山口朝日放送株式会社（以下「山口

朝日放送」という。））とＫＢＣは、同じ放送内容であり、情報格差は

ほとんどない。 

別 紙 
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・福岡県と地域的一体性があるのは下関までであり、災害報道や緊急情

報についてどのように考えるのか疑問である。九州、福岡県の情報を

山口県で放送することに意味があるか疑問である。 

・再送信同意を求める行政の決議は民間事業者間の問題への行政介入で

ある。 

・申請者の業務区域においてはアナログ放送の視聴習慣がない。 

等とした。これに対して、申請者は、 

・「有線テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の再送信の

同意に係る協議手続及び裁定における『正当な理由』の解釈に関する

ガイドライン」（以下「再送信ガイドライン」という。）（平成20年４月

策定）では地元放送事業者の同意は必要としていない。 

・ＫＢＣの放送対象地域との間に高速バスが通行しており、通勤・通学

の往来もある。社会的にも文化的にもつながりは十分ある。 

・視聴習慣があり、これまで視聴できていた番組を視聴できなくなるこ

とに市民は不満である。 

・美祢市に福岡県の放送局の電波は届いており、福岡局の放送しか受信

できないところもあり、福岡局の放送に市民が慣れ親しんでいる。 

・山口県市長会、山口県議会等から区域外再送信に係る要望が出されて

いる。 

  等として、当事者間での協議を続けても打開策がないとして、平成 23 年３

月に本件申請を行ったものである。 

 

 

２ 申請に係る放送事業者の意見の概要 

ＫＢＣが、平成 23 年４月 28 日付けで有線テレビジョン放送法（以下「法」

という。）第 13 条第４項に基づき提出した意見書の概要は、下述のとおりであ

る。 

 

（１）協議の経過 

再送信ガイドラインにおいては、協議の原則として、「当事者は、法令を

遵守し、互いに誠意をもって協議を行わなければならない」と明示されて

いるが、ＫＢＣとのデジタル放送の再送信に係る協議は平成 23 年２月の２

回のみであり、双方が協議終了を確認した事実もなく、協議継続中である

との認識である。 

平成 23 年２月７日に、ＫＢＣは、デジタル放送の再送信について申請者
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から同意要請を受け、同月 23 日に、 

・民放８局が再送信される異常性。 

・区域外再送信への同意を求める山口県市長会要望などの行政介入。 

・災害情報などが住民に伝わらなくなるおそれ。 

・地元放送事業者への経営的な影響。 

等について質問し、申請者は、 

   ・視聴習慣が優先されるべきである。長年の視聴習慣により、市民はチ

ャンネルを使い分けている。 

・地元放送事業者の民業を圧迫するとしても、民意が上回る。 

・区域外再送信の視聴習慣が固定しても不利益はない。 

等と主張した。 

 

（２）法第 13 条第２項本文の同意をしない理由 

①有線テレビジョン放送事業者としての適格性 

・平成 18 年に申請者からＫＢＣのアナログ放送の再送信同意申請に際し、

申請者の基本チャンネル（１ch～12ch）からＫＢＣのチャンネルを外し、

C13 チャンネルより後にするように求めた。これに対し、申請者からは

何の回答もなく、以後１年間、ＫＢＣの同意がないまま、違法な再送信

を継続した。 

・平成 19 年に申請者から再度、再送信同意の申請があり、ＫＢＣは違法再

送信の状態を解消することを最優先し、受信者利益の保護について最大

限の配慮を行い、申請者と下述の内容の覚書を交わし、ＫＢＣのアナロ

グ放送の再送信の期間延長に同意したが、反故にされているところであ

り、申請者と正常な取引を行うことはできない。 

（ア）アナログ放送の再送信を行うに際し、リモコンチャンネルを C13 チ

ャンネルより後に移行させる。本覚書締結時までに移行が完了でき

ない場合は、申請者は、引き続き、移行実現に向けて努力する。 

（イ）地上デジタル放送の再送信は行わない。 

（ウ）地上デジタル放送の再送信について、社会的な状況変化が生じた場

合、誠意をもって協議する。 

・上述（ウ）について、申請者は、平成 22 年８月 26 日の山口県市長会に
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よる意見書及び同年 10 月８日の山口県議会による決議において、受信者

である住民の利益を守る立場に立って、区域外再送信の問題の早期解決

を図るよう地方自治体として要望しているが、これは申請者が行政の立

場を利用して圧力をかける内容である。 

・申請者は当初から覚書の内容を遵守する意思がなかったのではないかと

の疑念を持たざるを得ず、申請者が求める再送信に同意できない。 

 

②放送の地域性に係る意図の侵害 

  ア 放送の地域性に係る意図の侵害 

   ・ＫＢＣの放送の自社制作率は、ニュースや情報系の番組を中心に約

20.6%と、全国のローカル局の中でも高い水準である。自社制作番組（当

初から山口県でも放送する意図で制作した２番組を除く。）について、

ＫＢＣは山口県で放送する番組編集上の意図を持っておらず、それぞ

れの放送対象地域で生活している視聴者を対象に放送している。有線

テレビジョン放送による再送信によって、ＫＢＣが放送を意図してい

ない地域において同社の番組が放送されることは、ＫＢＣの番組編集

上の意図が害されていることに他ならない。 

  ・緊急地震速報などの防災情報は、基本的には放送対象地域である福岡

県以外においては放送されず、山口県において、有線テレビジョン放

送の再送信により福岡県の放送を視聴していた人は、防災情報に気づ

かないことがあり、避難が遅れ、最悪の場合、人命が失われる。 

イ 地域間の関連性に係る受信者の利益 

   ・平成 17 年度国勢調査によると、美祢市から福岡県に通勤・通学してい

る人は 15 歳以上で、わずか 36 人であり、そのうち 21 人は北九州市に

通っている。また、北九州市から美祢市に通勤・通学している人は 10

人しかいない。 

・国土交通省の「全国幹線旅客純流動調査」（平成 17 年）によれば、山

口県、九州各県の県庁所在地の生活圏と福岡生活圏との間の休日１日

当たりの旅客流動を見ると、山口生活圏から福岡生活圏を訪れた人数

が 2,031 人、福岡生活圏から山口生活圏を訪れた人数が 2,124 人にと

どまり、福岡生活圏と熊本生活圏、大分生活圏及び長崎生活圏との間

の旅客流動がはるかに上回っている。 

  ※各生活圏の対象市町村（平成 17 年当時） 

・山口生活圏：山口市、防府市、美東町、秋芳町、阿東町 

     ・福岡生活圏：福岡市等 22 市町村 
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     ・熊本生活圏：熊本市等 30 市町村 

     ・長崎生活圏：長崎市等９市町村 

     ・大分生活圏：大分市等 11 市町村 

   ・平成 19 年度「山口県買物動向調査報告書」によれば、申請者の業務区

域の世帯のうち福岡県で買物をした額の割合を示す県外流出率（世帯

率）は、わずか約 0.4%である。 

・北九州と下関については地域の一体性を認めるが、福岡県と山口県は、

隣県と言いながらも、通勤や通学などによる人の移動が少なく、経済

的、文化的な相互交流が活発とは言い難く、地域としての一体性はな

い。 

   ・申請者の業務区域である旧美祢市は、ＫＢＣの北九州中継局から最短

距離の地域までであっても 35km 以上離れており、明らかにＫＢＣの放

送対象地域外。山間地区で電波が受信可能であっても、常時安定した

受信環境にあるとは言えない。 

   ・ＫＢＣのデジタル放送は、平成 18 年 12 月のデジタル放送開局以来４

年以上にわたり、申請者の業務区域において再送信されておらず、既

に当社のデジタル放送に対する視聴習慣がないことを意味する。この

約４年間は、一定期間の経過措置（激変緩和措置）であったと言える。 

 

③同一系列の山口朝日放送の番組との同一性 

   申請者は、受信者から福岡県の番組の視聴の要望が強いとしているが、

同じテレビ朝日系列であるＫＢＣと山口朝日放送は、放送している番組に

大差なく、両社が同一の放送番組を同日・同時刻に放送している放送時間

名の割合は、総放送時間の約 53.8%、６時から 24 時までの時間の約 61.6%

である。異なる時間帯に同一のドラマを放送する場合なども加えると同一

の番組の比率は総放送時間で約 1.9％、６時から 24 時までで約 2.5％増加

する。 

 

 

３ 判断 

法第 13 条第３項においては、有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者等

に対し、再送信を求める同意につき協議を求めたが、その協議が調わず、又は

その協議をすることができないときは、総務大臣の裁定を申請することができ

ることが定められている。 

ＫＢＣの再送信同意を求める申請者の大臣裁定の申請に関して、申請者とＫ

ＢＣとの間で行われてきた再送信の同意を求める協議について、法第 13 条第３
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項に照らして「協議が調わなかったとき」との要件に該当するか否かを以下の

とおり判断する。 

 

（１）まず、申請者とＫＢＣとの間における協議の状況はおおむね以下のとお

りであると認められる。 

① 平成 22 年 10 月 13 日に、申請者は他市とともにＫＢＣを訪問し、デジ

タル放送の再送信の同意を申し込み、要望を行った。 

② 平成 23 年２月７日に、申請者はＫＢＣによるデジタル放送の再送信の

同意について協議を行った。この際、ＫＢＣからデジタル放送の再送信

の同意については同日が初めての協議との認識が示されたのに対して、

申請者は平成 22 年 10 月には他市も同行しており申請者のことばかり言

えなかったが、デジタル放送の再送信の同意についてお願いした旨を回

答した。 

③ 平成 23 年２月 23 日に、申請者はＫＢＣによるデジタル放送の再送信

の同意について協議を行った。この際、申請者から大臣裁定を申請する

しか方法がない旨の主張があったところ、ＫＢＣは当事者間の話はして

おり、大臣裁定は避けたい旨を回答した。 

 

（２）（１）の事実からは、実質的な協議は大臣裁定を申請する直前の２回のみ

であり協議の期間も３週間に満たず、また、２回目の協議において早くも

大臣裁定の申請の意向を述べていることから、申請者とＫＢＣとの間にお

いては協議が十分に行われておらず、協議を続ける余地があると解さざる

を得ない。 

 

（３）また、平成 23 年５月 18 日の情報通信行政・郵政行政審議会有線放送部

会（以下「有線放送部会」という。）における協議状況の確認に対して、申

請者はアナログ放送の停波まで期間がなく、県議会の決議等を踏まえて検

討した後に協議を開始したため、限られた協議回数になったとの回答を行

ったが、平成 22 年 10 月に行われた県議会の議決等の後、速やかにＫＢＣ

と協議を重ねることも可能であったものと解される。 

 

（４）さらに、有線放送部会からの求めにより平成 23 年５月 31 日付けで申請

要件の充当性に係る申請者からの追加資料が提出されたが、そこで述べら

れている主張については、 

① 申請者は区域外再送信に行政が介入することは適当ではないとの山

口県内の放送事業者の見解を尊重して山口ケーブルビジョン株式会社
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（以下「山口ケーブル」という。）によるＫＢＣとのやりとりを見守っ

ていたとしているが、地方自治体としての立場と有線テレビジョン放

送事業者としての立場は異なるものであり、有線テレビジョン放送事

業者として協議を尽くすよう努める余地があったものと解される。 

② 申請者は平成 22 年 10 月の再送信同意申込書提出の際にＫＢＣ側か

ら地元放送事業者の同意の必要性等の見解が示されたことが実質的に

協議に当たるとしているが、申請者は長門市及び周南市とともにＫＢ

Ｃを訪問した際に、山口県市長会の要望書及び山口県議会の決議の提

出と合わせて再送信の同意の申込みを行ったものであり、これに対し

てＫＢＣは地元放送事業者の同意に関して説明したのみであって、こ

れをもって当事者間において実質的な協議がなされたとは言い難い。 

③ 申請者は２回の協議において相互の主張に接点がなく平行線であっ

たとしているが、ＫＢＣは協議中との認識である中で、２回のみの協

議において歩み寄りがみられなかったことをもって、歩み寄る余地が

ないものとは認められない。 

以上により、当事者間の協議の経緯には、回数が少ない短期間の協議の

中でも協議が調わず、又は協議をすることができないときに該当するに至

ったとみるべき特段の理由はみられないものである。 

 

（５）申請者からは協議が不調であるものとして大臣裁定の申請があったが、

上述（１）ないし（４）を踏まえると、申請者とＫＢＣ間の現在の状況は、

協議が調わなかったときに該当しないと判断されるものである。 

 

（６）以上により、総務大臣の裁定に係る申請については、法第 13 条第３項の

大臣裁定の申請要件に該当しないため、２（２）における法第 13 条第２項

本文の同意をしない理由についての判断は行わないものとする。 

 

 

４ 結論 

以上のとおり、平成 23 年３月 30 日付けで申請のあった総務大臣の裁定に係

る申請については、法第 13 条第３項の「協議が調わず、又はその協議をするこ

とができないとき」に該当しないため、拒否処分とする。 
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株式会社ＴＶＱ九州放送に係る拒否処分の理由 

 

１ 申請の概要 

 申請者は、平成６年８月 18 日付けで郵政大臣から有線テレビジョン放送施設

の設置許可を得て、山口県美祢市の一部において有線テレビジョン放送を行っ

ている者であるが、福岡県福岡市所在の放送事業者である株式会社福岡放送（以

下「ＦＢＳ」という。）、ＲＫＢ毎日放送株式会社（以下「ＲＫＢ」という。）、

九州朝日放送株式会社（以下「ＫＢＣ」という。）及び株式会社ＴＶＱ九州放送

（以下「ＴＶＱ」という。）のデジタルテレビジョン放送の再送信を希望し協議

を求めたが、協議が調わなかったとして、平成 23 年３月 30 日付けで本件申請

を行った。 

ＴＶＱに関する申請の概要は、下述のとおりである。 

 

（１）申請に係る再送信の概要 

ア 再送信しようとするテレビジョン放送 

北九州デジタルテレビジョン放送局の放送 

イ 再送信の業務を行おうとする区域 

  山口県美祢市の大嶺町、伊佐町、豊田前町、於福町、東厚保町、西厚

保町の全域 

ウ 再送信の実施の方法 

    同時再送信による放送 

エ 申請者が希望する再送信の開始日 

    裁定あり次第速やかに 

 

（２）協議の経過 

   申請者は、平成23年２月、ＴＶＱの放送対象地域の外において行われる

再送信に係る協議を行った。 

   しかしながら、ＴＶＱは、 

・地元放送事業者の同意がないものにＴＶＱが同意を強行するのはリス

クが大きい。 

・美祢市はスピルオーバーの状況からも同意が難しい。 

等とした。これに対して、申請者は、 

・同じ美祢市内で山口ケーブルビジョン株式会社（以下「山口ケーブル」

という。）は裁定申請を準備しているため美祢市も同じ動きとしたい。 

・下関に対して再送信同意するのであれば、隣接する美祢市にも同意し

てほしい。 

別 紙 
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・山口県市長会、山口県議会等から区域外再送信に係る要望が出されて

いる。 

  等として、当事者間では協議の進展がなく、協議が調わないことから、平

成 23 年３月に本件申請を行ったものである。 

 

 

２ 申請に係る放送事業者の意見の概要 

ＴＶＱが、平成 23 年５月２日付けで有線テレビジョン放送法（以下「法」と

いう。）第 13 条第４項に基づき提出した意見書の概要は、下述のとおりである。 

 

（１）協議の経過 

ＴＶＱと申請者は平成 23 年２月に計２回の協議を行っており、同月９日

に、デジタル放送の同意を要請した。その後、同月 23 日に、ＴＶＱから申

請者に対し、地元放送事業者の同意状況、再送信を求められている地域と

の一体性等について総合的に勘案すると同意は困難であると回答した。申

請者との実質的な協議は僅か２回に過ぎず、山口ケーブルによる大臣裁定

申請に便乗するもので、協議して当事者間で解決を図ろうという意図は感

じられない。 

 

（２）法第 13 条第２項本文の同意をしない理由 

①放送の地域性に係る意図の侵害 

ア 放送の地域性に係る意図の侵害 

・ＴＶＱは、福岡県域を放送対象地域としており、福岡県民による視

聴を想定したローカル番組の編成・制作を行っている。ＣＭについ

ても福岡県内が到達エリアであるということが広告主との了解事項

となっている。 

・地域的関連性が薄く、スピルオーバーもない放送対象地域外の有線

テレビジョン放送事業者による再送信については、地域情報に関す

る放送責任を果たし得ないことから、地元放送事業者の了承がない

限り再送信の同意をしていない。例えば、気象情報、災害情報やそ

の他の地域ニュースの提供については、山口県などの隣接県の視聴

者を対象としておらず、山口県の視聴者にとって関心の高い出来事
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があっても、地域情報については福岡県の視聴者の情報ニーズを優

先するのが放送事業者の責務である。 

・また、このようにして編成された地域情報番組を有線テレビジョン

放送事業者がそのまま再送信によって放送対象地域外の視聴者に提

供すれば、視聴者にとっては知りたいことが報道されないチャンネ

ルということになりかねない。一例を挙げれば、山口県知事選挙や

山口県市長選挙等はＴＶＱのニュース番組においては報道していな

い。 

・したがって、放送対象地域外で再送信がなされることは、ＴＶＱの

放送目的から大きく外れ、ＴＶＱの放送の地域性に係る意図が侵害

されることになる。 

   イ 地域性に係る受信者の利益 

・平成 17 年国勢調査によると、申請者の業務区域(旧美祢市)と福岡県

との通勤・通学の移動状況は、福岡県から美祢市へ１日 20 人、美祢

市から福岡県へ１日 36 人。美祢市の人口約 28,000 人からすれば極

めて少ない。 

・経済的取引状況について、平成 17 年国土交通省ＯＤ調査によると、

美祢市から福岡県への１日当たりの交通流動（乗用車・小型貨物・

普通貨物）は僅か 375 台であり、密接な経済的取引があるとは判断

できない。 

・申請者の提示したスピルオーバー調査概要によると、美祢市内３地

点の調査地点の全てにおいてＴＶＱのデジタル放送が良好に受信で

きたとしているが、これら調査地点は条件が良いところであり、美

祢市全体としては大半の地区でＴＶＱの放送を直接受信することは

できない。 

・申請者が再送信の業務を行おうとする旧美祢市と福岡県との間には

下関市があり、申請者の業務区域は隣接地域とは言えず、「有線テレ

ビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の再送信の同意に

係る協議手続及び裁定における『正当な理由』の解釈に関するガイ

ドライン」（平成 20 年４月策定）に定める「一般的な国民の視点か

ら見て、放送対象地域から一見明白に遠方にあると認められる地域」
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であることは明白である。 

   

③地元放送事業者の同意 

ＴＶＱを始めとするテレビ東京系列の放送事業者は、同系列の地元放

送事業者がない山口県内の希望する放送事業者に対して番組を販売して

おり、当該収入が貴重な収入源の一つとなっている。地元放送事業者の

了承が得られないまま山口県内において再送信に同意を行う場合、テレ

ビ東京系列の番組販売収入が減少することが予想されるため、地元放送

事業者の同意のない再送信同意は極めて困難である。 

 

 

３ 判断 

法第 13 条第３項においては、有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者等

に対し、再送信を求める同意につき協議を求めたが、その協議が調わず、又は

その協議をすることができないときは、総務大臣の裁定を申請することができ

ることが定められている。 

ＴＶＱの再送信同意を求める申請者の大臣裁定の申請に関して、申請者とＴ

ＶＱとの間で行われてきた再送信の同意を求める協議について、法第 13 条第３

項に照らして「協議が調わなかったとき」との要件に該当するかどうかを以下

のとおり判断する。 

 

（１）まず、申請者とＴＶＱとの間における協議の状況はおおむね以下のとお

りであると認められる。 

① 平成 22 年 10 月 12 日に、申請者は他市とともにＴＶＱを訪問し、デジ

タル放送の再送信の同意を申し込み、要望を行った。 

② 平成 23 年２月９日に、申請者はＴＶＱによるデジタル放送の再送信の

同意について協議を行い、今後の協議継続を依頼した。 

③ 同月 23 日に、申請者はＴＶＱによるデジタル放送の再送信の同意につ

いて協議を行った。この際、申請者は、同意が得られなければ大臣裁定

を申請するしか方法がない旨主張し、これに対して、ＴＶＱは、地元放

送事業者の同意が得られないことなどにより、同意はできない旨回答し

た。 

 

（２）（１）の事実からは、実質的な協議は大臣裁定を申請する直前の２回のみ

であり、協議の期間も約２週間であって、また、２回目の協議において早
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くも大臣裁定の申請の意向を述べていることからも、申請者とＴＶＱの間

においては協議が十分に行われておらず、協議を続ける余地があると解さ

ざるを得ない。 

 

（３）また、平成 23 年５月 18 日の情報通信行政・郵政行政審議会有線放送部

会（以下「有線放送部会」という。）における協議状況の確認に対して、申

請者はアナログ放送の停波まで期間がなく、県議会の決議等を踏まえて検

討した後に協議を開始したため、限られた協議回数になったとの回答を行

ったが、平成 22 年 10 月に行われた県議会の議決等の後、速やかにＴＶＱ

と協議を重ねることも可能であったものと解される。 

 

（４）さらに、有線放送部会からの求めにより平成 23 年５月 31 日付けで申請

要件の充当性に係る申請者からの追加資料が提出されたが、そこで述べら

れている主張については、 

① 申請者は区域外再送信に行政が介入することは適当ではないとの山

口県内の放送事業者の見解を尊重して、山口ケーブルによるＴＶＱと

のやりとりを見守っていたとしているが、地方自治体としての立場と

有線テレビジョン放送事業者としての立場は異なるものであり、有線

テレビジョン放送事業者として協議を尽くすよう努める余地があった

ものと解される。 

② 申請者は平成 22 年 10 月の再送信同意申込書提出の際にＴＶＱから

地元放送事業者の同意の必要性等の見解が示されたことが実質的に協

議に当たるとしているが、申請者は長門市及び周南市とともにＴＶＱ

を訪問した際に、山口県市長会の要望書及び山口県議会の決議の提出

と合わせて同意の申込みを行ったものであって、これに対してＴＶＱ

は地元放送事業者の同意に関して説明したのみであり、これをもって

当事者間において実質的な協議がなされたとは言い難い。 

③ 申請者は２回の協議において相互の主張に接点がなく平行線であっ

たとしているが、ＴＶＱは協議中との認識である中で、２回のみの協

議において歩み寄りがみられなかったことをもって、歩み寄る余地が

ないものとは認められない。 

以上により、当事者間の協議の経緯には、回数が少ない短期間の協議の

中でも協議が調わず、又は協議をすることができないときに該当するに至

ったとみるべき特段の理由はみられないものである。 

 

（５）申請者からは協議が不調であるものとして大臣裁定の申請があったが、
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上述（１）ないし（４）を踏まえると、申請者とＴＶＱ間の現在の状況は、

協議が調わなかったときに該当しないと判断されるものである。 

 

（６）以上により、総務大臣の裁定に係る申請については、法第 13 条第３項の

大臣裁定の申請要件に該当しないため、２（２）における法第 13 条第２項

本文の同意をしない理由についての判断は行わないものとする。 

 

 

４ 結論 

以上のとおり、平成 23 年３月 30 日付けで申請のあった総務大臣の裁定に係

る申請については、法第 13 条第３項の「協議が調わず、又はその協議をするこ

とができないとき」に該当しないため、拒否処分とする。 




